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募金を呼びかける子どもたち（10月17日撮影：赤い羽根共同募金）

大和高田市職員の給与・定員管理などの概要 ❶～❸　令和元年度大和高田市職員採用試験案内 ❹　
移住・就業・起業支援事業のご案内／令和元年台風19号災害義援金にご協力を ❺　令和２年度児童ホーム入所案内／女と男ハートアップフォーラム ❻　
令和2年度償却資産（固定資産税）の申告　他 ❼　市営住宅の入居者募集　他 ❽　選奨式 ❾　教育委員会表彰 ❿　危険業務従事者叙勲　他 ⓫　
まちの話題 ⓬　9月定例市議会 ⓭～⓯　BOOKサロン ⓰　いま、市立病院では ⓱　人権シリーズ ⓲　各種相談 ⓳
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本
市
で
は
、市
職
員
の
給
与・定
員
管
理
な
ど
の
概
要
を
、毎
年
公
表
し
て
い
ま
す
。

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1級 事務員・技術員 65人 18.9％

2級 主事 62人 18.1％

3級 主任 50人 14.6％

4級 係長・主査 70人 20.4％

5級 課長補佐 34人 9.9％

6級 次長・課長 52人 15.2％

7級 部長 10人 2.9％

計 343人 100％

大　和　高　田　市 国
（支給率）自己都合 早期・定年（支給率）自己都合 早期・定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分
1人当たり
平均支給額 1,950千円 20,332千円

その他の加算措置 その他の加算措置
定年前早期退職特別措置
（2％〜 45％加算）

定年前早期退職特別措置
（2％〜 45％加算）

大和高田市 国

平均年齢 41.9歳 43.4歳

平均給料月額 299,091円 329,433円

平均給与月額 366,472円 411,123円

大和高田市 国

大学卒 180,700 円 180,700 円

高校卒 148,600 円 148,600 円

経験年数 大学卒 高校卒

10 年 245,940円 −

15 年 297,600円 −

20 年 343,620円 −

● 

普
通
会
計
と
は
、一
般
会
計
に
一
部
の
特
別
会
計
を
加
え
た
も
の
で

す（
公
営
企
業
会
計
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）。

● 

一
般
行
政
職
と
は
、総
職
員
数
か
ら
教
育
職
、医
療
職
、福
祉
職
、技
能

労
務
職
、企
業
職
な
ど
を
除
い
た
も
の
で
す
。

● 

平
成
14
年
１
月
か
ら
当
分
の
間
、特
別
職
な
ど
の
給
料
、一
般
職
の
管

理
職
手
当
を
減
額
し
て
い
ま
す
。

● 

平
成
31
年
４
月
か
ら
当
分
の
間
、期
末
手
当
を
市
長
、副
市
長
お
よ
び

教
育
長
は
15
％
減
額
し
て
い
ま
す
。

1 

総
括

（1）
人
件
費
の
状
況

（
平
成
30
年
度
普
通
会
計
決
算
）

2 

職
員
の
平
均
給
料
月
額
、

　 

初
任
給
な
ど
の
状
況

（1）
職
員（
一
般
行
政
職
）の
平
均

年
齢
、平
均
給
料
月
額
お
よ
び

平
均
給
与
月
額
の
状
況

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

3 

一
般
行
政
職
の
級
別
職
員

　 

数
等
の
状
況

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

（2）
職
員（
一
般
行
政
職
）の
初
任
給

の
状
況（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

（2）
退
職
手
当（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

※�

退
職
手
当
の
１
人
当
た
り
平
均
支
給

額
は
、平
成
30
年
度
に
退
職
し
た
職

員
に
支
給
さ
れ
た
平
均
額
で
す
。

※
経
験
年
数
と
は
、卒
業
後
直
ち
に
採

用
さ
れ
、引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る

場
合
は
、採
用
後
の
年
数
を
い
い
ま

す
。

※
大
和
高
田
市
の
、給
与
条
例
に
基

づ
く
給
料
表
の
級
区
分
に
よ
る
、

職
員
数
で
す
。

※
標
準
的
な
職
務
内
容
と
は
、そ
れ

ぞ
れ
の
級
に
該
当
す
る
、代
表
的

な
職
務
で
す
。

（3）
職
員（
一
般
行
政
職
）の
経
験
年

数
別・
学
歴
別
平
均
給
料
月
額

　

の
状
況（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

4 

職
員
の
手
当
の
状
況

（1）
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

住民基本台帳人口
（平成30年度末）

64,966 人
（平成31年３月31日）

歳出額（A） 25,243,508 千円

実質収支 876,551 千円

人件費（B） 4,412,784 千円

人件費率  （Ｂ）／（Ａ） 17.5％

（参考） 
29年度の人件費率 17.4％

職員数（A） 568人

給
与
費

給料 1,961,948千円

職員手当 403,480千円

期末・勤勉手当 791,250千円

計（B） 3,156,678千円

1 人当たり
給与費（Ｂ）／（Ａ） 5,558千円

※
人
件
費
に
は
、特
別
職
に
支
給
さ
れ
る

　

給
料
、報
酬
な
ど
を
含
み
ま
す
。

※
平
成
31
年
度
の
職
員
数
と
職
員
1
人

当
た
り
の
平
均
年
間
給
与
費
で
す
。

※
職
員
手
当
に
は
退
職
手
当
を
含
み

ま
せ
ん
。

（2）
職
員
給
与
費
の
状
況

（
平
成
31
年
度
普
通
会
計
予
算
）

大　和　高　田　市  国
1人当たり平均支給額
（平成30年度）1,453千円
（平成30年度支給割合） （平成30年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
6月期 1.225月分 0.900月分 6月期 1.225月分 0.900月分
12月期 1.375月分 0.950月分 12月期 1.375月分 0.950月分
計 2.60月分 1.850月分 計 2.60月分 1.850月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級など
による加算措置

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級など
による加算措置

大
和
高
田
市
職
員
の
給
与・定
員
管
理
な
ど
の
概
要
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支給実績
（平成30 年度決算） 156,923,828 円

支給対象職員１人当たり
平均支給年額 151,910 円

支給対象地域 市内全域

支給率 4％

支給対象職員数 1,058 人

国の制度（支給率） 6％

支給実績
（平成30年度決算） 433,512千円

支給対象職員１人当たり
平均支給年額（30年度決算） 736,012円

職員全体に占める手当支給
職員の割合（平成30年度） 55.7％

手当の種類（手当数） 16種類

（3）
地
域
手
当（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

（4）
特
殊
勤
務
手
当

　

 

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

平成 30 年度

支給実績
（平成30年度決算） 212,795千円

支給職員1人当たり
平均支給年額 294千円

平成 29 年度

支給実績
（平成29年度決算）198,466千円

支給職員1人当たり
平均支給年額 280千円

6 

部
門
別
職
員
数
の
状
況
と
主
な
増
減
理
由　
（
各
年
4
月
1
日
現
在
）

5 

特
別
職
の
報
酬
等
の
状
況　

 

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

※�給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。
※�報酬の欄の、議長、副議長、議員の金額については、平成23
年3月議会で議員提案され、減額改定があった後の金額となっ
ています（従前は、議長670,000円、副議長580,000円、議員
540,000円）。
※�退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額およ
び支給率に基づき、1期（市長及び副市長は4年＝48月、教育
長は3年＝36月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

（5）
時
間
外
勤
務
手
当

（6）
そ
の
他
の
手
当

　

 

（
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
）

区分 内　　容 国の制度との異同
扶
養
手
当

○配偶者……6,500円　　○子……10,000円
○配偶者以外の扶養親族………6,500円
○扶養親族のうち特定期間にある子（1人につき）　5,000円加算

○配偶者……6,500円　　○子……10,000円
○配偶者以外の扶養親族………6,500円
○扶養親族のうち特定期間にある子（1人につき）　5,000円加算

住
居

手
当

○借家・借間…最高支給限度額�27,000円
○持ち家…0円

○借家・借間…最高支給限度額�27,000円
○持ち家…0円

通
勤
手
当

○交通機関利用…最高支給限度額�55,000円
○交通用具（自転車・自動車など）利用
　2km以上5ｋｍごとに13段階の区分
　（最高支給限度額24,500円）

○交通機関利用…最高支給限度額�55,000円
○交通用具（自転車・自動車など）利用
　2km以上5ｋｍごとに13段階の区分
　（最高支給限度額31,600円）

区分 給　料　月　額　等

給
料

市　長・・・・・ 833,000円（980,000円）�※ 15％減額

副市長・・・・・ 688,500円（810,000円）�※ 15％減額

教育長・・・・・ 586,500円（690,000円）�※ 15％減額

報
酬

議　長・・・・・ 618,000円

副議長・・・・・ 535,000円

議　員・・・・・ 498,000円

期
末
手
当

（平成31年度支給割合）

市長、副市長および教育長
は15％減額しています。

��市　長

��副市長

6月期 1.675月分

12月期 1.675月分

計 3.35 月分
（平成31年度支給割合）

��議　長
��副議長
��議　員

6月期 1.65月分

12月期 1.65月分

計 3.30月分

退
職
手
当

（算定方式） （1期の手当額）　　（支給時期）

市　長 980,000円×在職月数×0.5 23,520,000円　�（任期毎）

副市長 810,000円×在職月数×0.3 11,664,000円　�（任期毎）

教育長 810,000円×在職月数×0.255  6,334,000円　�（任期毎）

大和高田市職員の給与・定員管理などの詳しい内容は、本市ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/）で、
令和 2年 3月ごろ、公表する予定です。

〔人事課　内線 213〕

{

{

区   分
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
平成30 年度 平成31 年度

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 5� 5

総務 90� 91 1 事務職員の増員

税務 29� 29

労働 1� 0 △�1 事務職員の減員

農水 5� 5

商工 5� 7 2 事務職員の増員

土木 41� 43 2 事務職員の増員

民生 159� 163 4 保育士の増員

衛生 70� 70

小計 405� 413 8 ＜参考＞人口 1万人当たり職員数�６3.73人

特
別
行
政

部
門

教育 123� 127 4 事務職員の増員

小計 123� 127 4〈参考〉人口 1万人当たり職員数�83.27人

累計 528� 540 12

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病院 484� 488 4 医療職職員の増員

水道 19� 20 1 事務職員の増員

下水道 8� 10 2 事務職員の増員

その他 39� 39 �

小計 550 557 7

合　計 1,078
【1,323】

1,097
【1,323】 19〈参考〉人口1万人当たり職員数１68.86人

※職員数は一般職に属する職員数です。
※【　】内は、条例定数の合計です。

2 広報誌　　　　　　　2019年12月号



懲
戒
処
分
と
は
、公
務
員
と
し

て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
が
あ
っ

た
場
合
な
ど
、職
員
の
一
定
の
義
務

違
反
に
対
し
て
道
義
的
責
任
を
問

う
処
分
で
す
。地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
規
律
と
、公
務
遂
行
の
秩

序
の
維
持
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

5 

職
員
の
服
務
の
状
況

〈
服
務
に
関
す
る
基
本
原
則
の
概
要
〉

◦
法
令
等
及
び
上
司
の
職
務
上
の

命
令
に
従
う
義
務

◦
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止

◦
秘
密
を
守
る
義
務

◦
職
務
に
専
念
す
る
義
務

◦
政
治
的
行
為
の
制
限

◦
争
議
行
為
等
の
禁
止

◦
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限

6 

職
員
の
研
修
の
状
況

⑴
人
材
育
成
基
本
方
針
の
概
要

職
員
の
能
力
開
発
を
総
合
的
、

計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本

的
な
事
項
を
明
確
に
し
、能
力
開

発
に
関
す
る
諸
施
策
実
施
の
基
準

と
す
る
た
め
、平
成
17
年
４
月
に

「
大
和
高
田
市
人
材
育
成
基
本
方

針
」を
策
定
し
ま
し
た
。

⑵
研
修
方
針

平
成
31
年
度
職
員
研
修
は
、人

材
育
成
基
本
方
針
に
の
っ
と
り
、

住
民
ニ
ー
ズ
の
高
度
化・
複
雑
化

に
対
応
で
き
る
政
策
形
成
能
力
、

困
難
な
課
題
を
克
服
す
る
た
め
の

問
題
発
見・解
決
能
力
、行
政
の
公

正
さ
や
透
明
性
を
確
保
す
る
う
え

で
必
要
な
法
務
能
力
な
ど
の
養
成

や
、職
場
で
の
人
材
育
成・自
己
啓

発
の
支
援
を
中
心
に
、実
施
し
て

い
き
ま
す
。

7 

職
員
の
福
祉・
利
益
の
保

護
の
状
況

〈
公
務
災
害
補
償
の
概
要
と
実
施

状
況
〉（
平
成
30
年
度
）

公
務
上
の
災
害（
負
傷
、疾
病
、

障
が
い
ま
た
は
死
亡
）ま
た
は
通

勤
に
よ
る
災
害

を
受
け
た
場
合
、

地
方
公
務
員
災

害
補
償
基
金
か

ら
、
一
定
の
補

償
が
な
さ
れ
ま

す
。

8 

公
平
委
員
会
の
業
務
の
状
況

（
平
成
30
年
度
）

◦
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要

求
…
0
件

◦
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申

し
立
て
…
0
件

◦
職
員
の
苦
情
処
理
…
0
件

9 

公
益
通
報
及
び
不
当
要
求

行
為
に
つ
い
て
の
状
況

（
平
成
30
年
度
）

◦
公
益
通
報
の
件
数
…
0
件

◦
不
当
要
求
行
為
の
件
数
…
0
件

〔
人
事
課　

内
線
２
１
３
〕

発
の
支
援
を
中
心
に
、実
施
し
て

い
き
ま
す
。

7 

職
員
の
福
祉・
利
益
の
保

護
の
状
況

〈
公
務
災
害
補
償
の
概
要
と
実
施

状
況
〉（
平
成
30
年
度
）

公
務
上
の
災
害（
負
傷
、疾
病
、

障
が
い
ま
た
は
死
亡
）ま
た
は
通
勤

に
よ
る
災
害
を
受
け
た
場
合
、地

方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
か
ら
、

一
定
の
補
償
が
な
さ
れ
ま
す
。

8 

公
平
委
員
会
の
業
務
の
状
況

（
平
成
30
年
度
）

◦
勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要

求
…
0
件

◦
不
利
益
処
分
に
関
す
る
不
服
申

し
立
て
…
0
件

◦
職
員
の
苦
情
処
理
…
0
件

9 

公
益
通
報
及
び
不
当
要
求

行
為
に
つ
い
て
の
状
況

（
平
成
30
年
度
）

◦
公
益
通
報
の
件
数
…
0
件

◦
不
当
要
求
行
為
の
件
数
…
0
件

〔
人
事
課　

内
線
２
１
３
〕

⑴
職
員
の
勤
務
条
件
、休
憩
・
休
息

時
間
の
概
要（
平
成
31
年
4
月

1
日
現
在
）

職
員
の
勤
務
時
間
は
、一
部
の
施

設
な
ど
を
除
き
、８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で
で
す
。（
こ
の

う
ち
、60
分
の
休
憩
時
間
が
あ
り

ま
す
）。１
日
７
時
間
45
分
、週
38
時

間
45
分
勤
務
し
て
い
ま
す
。

⑵
職
員
の
年
次
休
暇
の
概
要
と
取

得
状
況

労
働
基
準
法
の
規
定
に
従
い
、

原
則
と
し
て
、１
年
に
20
日
の
有
給

休
暇
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

◦
平
成
30
年
中（
１
月
１
日
～
12

月
31
日
）の
平
均
取
得
日
数
…

９・７
日

4 

職
員
の
分
限
処
分・
懲
戒

処
分
の
状
況

⑴
分
限
処
分
の
概
要
と
状
況

（
平
成
30
年
度
）

分
限
処
分
と
は
、公
務
の
能
率

の
維
持
と
、そ
の
適
正
な
運
営
の

確
保
の
た
め
に
行
う
処
分
で
す
。

⑵
懲
戒
処
分
の
概
要
と
状
況

（
平
成
30
年
度
）

懲戒処分事由 戒告 減給 停職 免職

法令に違反した場合 − − 1 −

職務上の義務に違
反しまたは職務を
怠った場合

− 1 − −

全体の奉仕者たる
にふさわしくない
非行のあった場合

1 − − −

計 1 1 1 −

分限処分事由 降任 免職 休職 降給

勤務実績が良くない場合 − − − −

心身の故障の場合 − − 22 −

職に必要な適格性を欠く場合 − − − −

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合

− − − −

刑事事件に関し起訴された場合 − − − −

条例で定める事由による場合 − − − −

計 − − 22 −

試験 選考 計

一般
行政職 46 1 47

教育職 − 4 4

医療職 37 3 40

計 83 8 91

定
年

定年前
早期
退職

自己
都合

その
他 計

一般行政職 16 3 9 − 28

技能労務職 1 1 − − 2

教育職 3 − − − 3

医療職 5 1 28 − 34

計 25 5 37 − 67

1 
職
員
の
任
免
に
関
す
る
状
況

（1）
採
用
者
の
状
況
（
平
成
30
年
度
）

※
奈
良
県
か
ら
の
派
遣
職
員
５
名

　
（
一
般
行
政
職
１
名
、教
育
職
４
名
）

（2）
退
職
者
の
状
況
（
平
成
30
年
度
）

市
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況

認定件数 傷病 死亡

公務上の災害 23 −

通勤途上の災害 2 −

2 

職
員
の
給
与
の
状
況

⑴
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
の
状
況

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
と
は
、国
家

公
務
員
の
給
料
を
１
０
０
と
し
た

と
き
の
、本
市
職
員
の
給
料
の
水

準
を
指
数
で
示
し
た
も
の
で
す
。

◦
平
成
29
年
度
…
96・4

◦
平
成
30
年
度
…
97・6

⑵
給
与
抑
制
措
置
の
状
況

〈
一
般
職
〉

行
財
政
改
革
の
た
め
、地
域
手

当
６
％
を
平
成
18
年
４
月
１
日
か

ら
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で
の

間
０
％
、平
成
27
年
４
月
１
日
か

ら
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
の
間

３
％
、平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

４
％
に
削
減
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

管
理
職
手
当
は
、平
成
14
年
１
月

１
日
か
ら
段
階
的
に
削
減
し
、平

成
19
年
４
月
１
日
か
ら
は
、医
療

職・
教
育
職
以
外
の
職
で
定
額
制

と
し
、さ
ら
に
減
額
し
て
い
ま
す
。

期
末
勤
勉
手
当
に
か
か
る
役
職
加

算
に
つ
い
て
も
、平
成
16
年
12
月
か

ら
削
減
措
置
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

特
殊
勤
務
手
当
は
、平
成
17
年
４

月
に
大
幅
見
直
し（
廃
止・
減
額
）

を
行
い
ま
し
た
。

〈
常
勤
の
特
別
職
〉

行
財
政
改
革
の
た
め
、平
成
14

年
１
月
１
日
か
ら
、報
酬
を
市
長

15
％
、助
役・
収
入
役・
教
育
長
は

10
％
削
減
し
、平
成
18
年
４
月
１

日
か
ら
は
、４
役
と
も
に
15
％
削
減

し
、平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
31
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
、市

長
、副
市
長
、教
育
長
と
も
に
20
％

減
額
し
て
い
ま
し
た
。平
成
31
年
４

月
１
日
か
ら
は
そ
の
率
を
15
％
と

し
、減
額
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、平
成
19
年
４
月
１
日
か

ら
平
成
31
年
３
月
31
日
の
間
、期

末
手
当
を
、市
長
50
％
、副
市
長

30
％
、教
育
長
20
％
減
額
し
て
い
ま

し
た
。そ
の
後
、平
成
31
年
４
月
１

日
か
ら
当
分
の
間
、期
末
手
当
を

市
長
、副
市
長
お
よ
び
教
育
長
は

15
％
減
額
し
て
い
ま
す
。

3 

職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他

の
勤
務
条
件
の
状
況

あ
な
た
の
可
能
性
を
大
和
高
田
に
!!
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大
和
高
田
市
職
員
採
用
試
験
案
内

あ
な
た
の
可
能
性
を
大
和
高
田
に
!!

令
和
元
年
度

１．職種および試験区分、採用予定人員、受験資格など

２．試験の日時・場所・試験の種類および合格発表

職種・試験区分 採用予
定人員 受　　験　　資　　格

情報処理技術職 1人

昭和55年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による高等学校を卒
業し、かつ、独立行政法人情報処理推進機構が実施する「応用情報技
術者試験」を合格した人で、令和元年12月末時点において、情報処理
技術職の職務経験が3年以上ある人（※）

建 築 技 術 職 1人
昭和55年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大
学、高等学校の建築専門課程を卒業した人、または令和2年3月卒業見
込みの人

土 木 技 術 職 2人
昭和55年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大
学、高等学校の土木専門課程（農業土木を含む）を卒業した人、または
令和2年3月卒業見込みの人

機 械 技 術 職 1人
昭和55年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大
学、高等学校の機械専門課程を卒業した人、または令和2年3月卒業見
込みの人

保 育 士 ・
幼 稚 園 教 諭 5人 昭和55年4月2日以降に生まれた人で、保育士資格並びに幼稚園教諭免

許の両方を有する人、または令和2年3月末日までに両方取得見込みの人
臨 床 心 理 士
又 は 公 認 心 理 師 1人 昭和55年4月2日以降に生まれた人で、公益財団法人日本臨床心理士資

格認定協会が認定する臨床心理士または公認心理師資格を有する人
診 療 情 報 管 理 士 1人 昭和55年4月2日以降に生まれた人で、診療情報管理士資格を有する人

区　分 第 1 次 試 験 第 2 次 試 験

日　時
令和2年1月19日㈰
午前9時15分集合

（午前8時45分受付開始）

令和2年2月5日㈬
（時間は第1次試験合格者

に通知）

場　所
大和高田市役所

（大和高田市大字大中100
番地1）

第1次試験合格者に通知

試験の
対象と
種　類

◦全職種
　①職場適応性検査
　②教養試験

◦ 建築技術職、土木技術
職、機械技術職、保育
士・幼稚園教諭

　③専門試験

◦全職種
　①小論文
　②個別面接

◦保育士・幼稚園教諭
　③実技試験

合格発表
令和2年1月28日㈫予定

（合否にかかわらず本人に
通知します）

令和2年2月中旬～下旬予定
（合否にかかわらず本人

に通知します） 大
和
高
田
市
職
員
採
用
試
験
委
員
会

※「
職
務
経
験
年
数
」と
は
、民
間
企
業
な
ど
に
勤
務
ま
た
は
、

公
務
員
等
と
し
て
、同
一
事
業
所
に
週
あ
た
り
30
時
間
以

上
継
続
勤
務
し
て
い
た
期
間
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◎
全
て
の
職
種
に
お
い
て
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
が
、次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

⑴
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、

ま
た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

⑵
大
和
高
田
市
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、そ

の
処
分
の
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

⑶
日
本
国
憲
法
、ま
た
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府

を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の

他
の
団
体
を
結
成
し
、ま
た
は
こ
れ
に
加
入
し
た

者
⑷
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
で
、在
留
資
格
に
お
い

て
就
職
な
ど
が
制
限
さ
れ
て
い
る
者

 

３
．受
験
手
続

受
験
申
込
手
続
は
、〈
郵
送
申
込
の
み
〉と
な
り
ま
す
。

1
．申
込
書
の
交
付

　

職
員
採
用
試
験
申
込
書
は
、大
和
高
田
市
役
所
３

階
人
事
課
で
交
付
し
ま
す
。

 

（
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。）

２　

受
付
期
間
お
よ
び
申
込
書
送
付
先

▽
受
付
期
間　
12
月
23
日
㈪
か
ら
令
和
２
年
１
月
６

日
㈪
ま
で（
６
日
消
印
有
効
）

▽
送
付
先

　
〒
６
３
５・８
５
１
１

　
大
和
高
田
市
大
字
大
中
１
０
０
番
地
１

　
大
和
高
田
市
役
所　
企
画
政
策
部
人
事
課
内　

　
「
大
和
高
田
市
職
員
採
用
試
験
委
員
会
」

　

試
験
内
容
な
ど
の
詳
細
は
、大
和
高
田
市
役
所
３

階
人
事
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。ま
た
、大
和
高
田

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.city.yam
ato 

takada.nara.jp

）で
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

〔
人
事
課　

内
線
２
１
４
〕
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東
京
圏
、（
※
1
）か
ら
大
和
高
田
市
に

移
住
し
、か
つ
奈
良
県
が
運
営
す
る
マ
ッ

チ
ン
グ
サ
イ
ト「
ジ
ョ
ブ
な
ら
ｎ
ｅ
ｔ
」に

登
録
し
て
い
る
企
業
に
就
職
し
た
人
、ま

た
は
県
内
で
起
業
し
よ
う
と
す
る
人
に
対

し
て
移
住
支
援
金
を
支
給
し
ま
す
。

※
１ 　

東
京
都
、埼
玉
県
、千
葉
県
、神
奈

川
県

▽
対
象
者

　
左
記
の（
ⅰ
）か
つ（
ⅱ
）の
要
件
を
満
た

す
人

（
ⅰ
）移
住
に
関
す
る
要
件

①
移
住
す
る
直
前
に
、連
続
し
て
５
年
以

上
、東
京
23
区
に
在
住
し
て
い
た
人

②
移
住
す
る
直
前
に
、連
続
し
て
５
年
以

上
、条
件
不
利
地
域（
※
２
）以
外
の
地

域
に
在
住
し
、か
つ
、住
民
票
を
移
す
３

か
月
前
の
時
点
に
お
い
て
連
続
し
て
５

年
以
上
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
ま
た
は

個
人
事
業
主
と
し
て
東
京
23
区
に
通
勤

し
て
い
た
人

③
①・
②
を
満
た
す
人
で
大
和
高
田
市
内

に
転
入
後
、3
か
月
以
上
１
年
以
内
で

あ
る
こ
と　
な
ど

※
２

　
東
京
都： 檜
原
村
、奥
多
摩
町
、大
島
町
、

利
島
村
、新
島
村
、神
津
島
村
、三
宅

村
、御
蔵
島
村
、八
丈
町
、青
ヶ
島

村
、小
笠
原
村

　
埼
玉
県： 秩
父
市
、飯
能
市
、本
庄
市
、と
き
が

わ
町
、横
瀬
町
、皆
野
町
、小
鹿
野

町
、東
秩
父
村
、神
川
町

　
千
葉
県： 館
山
市
、勝
浦
市
、鴨
川
市
、富
津

市
、い
す
み
市
、南
房
総
市
、東
庄

町
、長
南
町
、大
多
喜
町
、御
宿
町
、

鋸
南
町

　
神
奈
川
県：山
北
町
、真
鶴
町
、清
川
村

（
ⅱ
）就
業
ま
た
は
起
業
に
関
す
る
要
件

・
就
業
の
要
件・・・
奈
良
県
マ
ッ
チ
ン
グ
サ

イ
ト「
ジ
ョ
ブ
な
ら
ｎ
ｅ
ｔ
」（https ://

w
w

w
.job-nara.pref.nara.jp

）に
掲
載

の
対
象
企
業
の
求
人
に
応
募
し
、採
用
さ
れ
、

就
業
後
、3
か
月
以
上
経
過
し
て
い
る
人

・
起
業
の
要
件・・・奈
良
県
が
実
施
す
る
起
業

支
援
事
業
の
交
付
決
定
を
１
年
以
内
に
受
け

た
人

▽
支
給
額

　
単
身
世
帯
の
場
合　
60
万
円
／
人

　
２
人
以
上
世
帯
の
場
合　
１
０
０
万
円
／
世
帯

　
申
請
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
左
記
へ
。

〔
産
業
振
興
課　

内
線
２
６
５
〕

移
住
・
就
業
・
起
業
支
援
事
業

（
移
住
支
援
金
）
の
ご
案
内

　
10
月
６
日
に
発
生
し
た
台
風
第
19
号
に

よ
り
、広
範
囲
に
甚
大
な
被
害
が
で
て
い

ま
す
。

　

本
市
で
は
、被
災
さ
れ
た
人
た
ち
へ
の

支
援
を
目
的
に
、義
援
金
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　
皆
さ
ま
か
ら
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、お
寄
せ
い
た
だ
い
た
義
援
金
は
、

日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
、被
災
地
へ
届

け
ま
す
。

▽
募
集
期
間　
令
和
２
年
３
月
31
日
㈫
ま
で

▽
協
力
方
法

１ 

銀
行
振
込
の
場
合　
　

【
口
座
】

・
南
都
銀
行
／
南
支
店
／
普
通
預
金 

　
№
１
２
４
７
５
４

【
名
義
】

・
日
本
赤
十
字
社
奈
良
県
支
部　

 

　
支
部
長　
荒
井　
正
吾

【
備
考
】

・ 

南
都
銀
行
に「
義
援
金
専
用
振
込
用
紙
」

が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・ 

振
込
用
紙
の
備
考
欄
に
は「
台
風
第
19

号
災
害
」と
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 「
振
込
用
紙
受
取
書
」を
も
っ
て
受
領
書

に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
な
お
、領
収
証
が
必
要
な
場
合
は
、そ
の 

　
旨
を
通
信
欄
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

南
都
銀
行
窓
口
を
利
用
す
る
場
合
は
、

振
込
手
数
料
は
無
料
で
す
。

※ 

南
都
銀
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
、他
の
金
融
機
関
か

ら
は
、振
込
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

２ 

郵
便
振
替
の
場
合

【
口
座
番
号
】

・ 

０
０
１
９
０
︱
８
︱
５
１
５
０
０
５

【
加
入
者
名
】

・ 

日
赤
令
和
元
年
台
風
第
19
号
災
害
義
援
金

【
備
考
】

・ 

払
込
票
の
半
券
を
も
っ
て
受
領
書
に
代

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

 

な
お
、領
収
証
が
必
要
な
場
合
は
、そ
の

旨
を
通
信
欄
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

窓
口
で
の
振
り
込
み
の
場
合
は
、振
込

手
数
料
は
無
料
で
す
。

３ 

直
接
持
参
の
場
合

【
窓
口
】

・ 

市
役
所
１
階　
社
会
福
祉
課

※
預
り
証
を
発
行
し
ま
す
。

４ 

募
金
箱
に
入
れ
る
場
合

【
義
援
金
箱
設
置
場
所
】

・ 

市
役
所　
１
階　
社
会
福
祉
課

・ 

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
（
コ
ス
モ
ス
プ
ラ

ザ
）２
階

※
預
り
証
の
発
行
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

※ 

後
日
、所
得
税
な
ど
の
税
控
除
を
受
け

る
場
合
は
、口
座
振
込
の
半
券
や
日
本

赤
十
字
社
奈
良
県
支
部
が
発
行
す
る
領

収
証
が
必
要
で
す
。

〔
社
会
福
祉
課　

内
線
５
３
５
〕

令
和
元
年
台
風
第
19
号

災
害
義
援
金
に
ご
協
力
を
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本
市
で
は
、放
課
後
な
ど
に
家
庭
で
適

切
に
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
児

童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、児
童
ホ
ー
ム
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

▽
対
象

　
市
内
公
立
小
学
校
に
令
和
2
年
度
在
籍

を
予
定
し
、放
課
後
保
護
者
な
ど
が
保

育
で
き
な
い
家
庭
の
児
童

※
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３

月
31
日
ま
で
の
利
用
申
込
み
で
す
。

※
現
在
入
所
中
で
、継
続
し
て
希
望
す
る

人
も
、申
込
み
が
必
要
で
す
。

※
令
和
２
年
度
新
１
年
生
も
、本
期
間
に

申
込
み
が
必
要
で
す
。

▽
受
付
期
間

　
12
月
２
日
㈪
～
12
月
27
日
㈮

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
12
月
19
日
㈭・
26
日
㈭
は
午
後
8
時
ま

で
※
土・日・祝
日
は
受
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

▽
受
付
場
所　

学
校
教
育
課（
市
役
所
2

階
）

▽
保
育
時
間

●
平
日
授
業
が
あ
る
日　
放
課
後
～
午
後

６
時

●
平
日
授
業
が
な
い
日　
午
前
８
時
30
分

～
午
後
６
時

※
日
曜・
祝
日・
夏
期（
８
月
12
日
～
16
日
）・
年

末
年
始（
12
月
28
日
～
１
月
４
日
）・
３
月
31

日（
ホ
ー
ム
休
所
日
）は
閉
所

▽
必
要
書
類

　
①
児
童
ホ
ー
ム
入
所
申
請
書　
②
勤
務
状
況

等
証
明
書　
③
入
所
申
請
に
関
す
る
承
諾
書

④
帰
宅
方
法
に
関
す
る
承
諾
書（
④
は
任
意

提
出
）

※
申
請
書
は
学
校
教
育
課
で
配
布

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、申
請
書
一
式
を

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。【
申
請
書
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
→
学
校
教
育
課
→
児
童
ホ
ー
ム
入
所

申
請
書
様
式
】

▽
入
所
決
定　
２
月
上
旬
ご
ろ
予
定

▽
費
用

●
保
育
料　
月
額
４
、０
０
０
円（
２
人
目
以
降

は
月
額
２
、５
０
０
円
）

●
傷
害
保
険
料　
年
額
４
、０
０
０
円（
予
定
）

〔
学
校
教
育
課　

内
線
１
５
１
・
１
５
２
〕

令
和
２
年
度
児
童
ホ
ー
ム
入
所
案
内

▽
と
き　
令
和
２
年
２
月
９
日
㈰

　
開
場　
午
後
１
時

　
開
演　

 

午
後
１
時
30
分（
午
後
３
時
45

分
終
了
予
定
）

▽
と
こ
ろ

　
さ
ざ
ん
か
ホ
ー
ル　
小
ホ
ー
ル

※
入
場
無
料

※
手
話・要
約
筆
記
あ
り

※
託
児（
対
象
年
齢　
０
歳
～
就
学
前
）あ

り
。事
前
に
申
込
が
必
要
で
す（
託
児
費

用
無
料
）

▽
内
容

◆
令
和
元
年
度　
男
女
共
同
参
画
社
会
づ

く
り
表
彰
式

◆「
男
女
共
同
参
画
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」

作
品
紹
介

◆
講
演　
「 

気
象
予
報
士
が
考
え
る
、未
来

を
明
る
く
す
る
秘
訣
」

◆
講
師　
正
木　
明
さ
ん

　
　
　
　
（
気
象
予
報
士
／
防
災
士
）　

ら
は
、振
込
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

２ 

郵
便
振
替
の
場
合

【
口
座
番
号
】

・ 

０
０
１
９
０
︱
８
︱
５
１
５
０
０
５

【
加
入
者
名
】

・ 

日
赤
令
和
元
年
台
風
第
19
号
災
害
義
援
金

【
備
考
】

・ 

払
込
票
の
半
券
を
も
っ
て
受
領
書
に
代

え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

 

な
お
、領
収
証
が
必
要
な
場
合
は
、そ
の

旨
を
通
信
欄
へ
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

窓
口
で
の
振
り
込
み
の
場
合
は
、振
込

手
数
料
は
無
料
で
す
。

３ 

直
接
持
参
の
場
合

【
窓
口
】

・ 

市
役
所
１
階　
社
会
福
祉
課

※
預
り
証
を
発
行
し
ま
す
。

４ 

募
金
箱
に
入
れ
る
場
合

【
義
援
金
箱
設
置
場
所
】

・ 

市
役
所　
１
階　
社
会
福
祉
課

・ 

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
（
コ
ス
モ
ス
プ
ラ

ザ
）２
階

※
預
り
証
の
発
行
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

※ 

後
日
、所
得
税
な
ど
の
税
控
除
を
受
け

る
場
合
は
、口
座
振
込
の
半
券
や
日
本

赤
十
字
社
奈
良
県
支
部
が
発
行
す
る
領

収
証
が
必
要
で
す
。

〔
社
会
福
祉
課　

内
線
５
３
５
〕

▽
申
込
方
法　
往
復
は
が
き（
左
記
参
照
）

で
▽
申
込
期
限　
12
月
25
日（
水
）必
着

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

▽
共
催　
大
和
高
田
市・ヒ
ー
ト 

ハ
ー
ト 

た
か
だ（
男
女
共
同
参
画
推
進
市
民
会

議
）

〔
人
権
施
策
課　

内
線
２
８
７
〕

女ひ
と

と
男ひ
と

ハ
ー
ト
ア
ッ
プ
フ
ォ
ー
ラ
ム

6 3 5 ー 8 5 1 1

ー

返信

63 （返信の裏には何も書かないでください）

大
和
高
田
市
大
中

番
地
１

往信 63
大
和
高
田
市
役
所
人
権
施
策
課

男
女
共
同
参
画
推
進
係
行

申
込
を
さ
れ
る
方
の

ご

住

所

お

名

前

様

100

〖記入必要事項〗

※横書きでお願いします
※申し込みは１名または２名

ハートアップフォーラム参加希望

・代表者の郵便番号・住所

・希望人数（１名または２名）

・名前（ふりがな）

（２名の場合は

お二人のお名前をお願いします）

・代表者の電話番号

（連絡の取れる番号をお願いします）

託児を希望の方は「託児希望」と

御記入ください
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固
定
資
産
税
に
お
け
る
償
却
資
産
と
は
、土
地・

家
屋
以
外
の
事
業
用
資
産
で
、そ
の
減
価
償
却
額

ま
た
は
減
価
償
却
費
が
、法
人
税
法
ま
た
は
所
得

税
法
上
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
計
算
上
、損
金
又

は
必
要
な
経
費
に
算
入
さ
れ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　
市
内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

個
人・法
人
の
人
は
、地
方
税
法
第
３
８
３
条
の
規

定
に
よ
り
、毎
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け
る
資
産
の

状
況
を
、市
役
所
へ
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
告
方
法

　
申
告
用
紙
な
ど
の
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。申
告
に
必
要
と
な
る
書

類
は
、窓
口
、ま
た
は
郵
送
で
渡
し
ま
す
の
で
、税

務
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.city.yam
atotaka 

da.nara.jp/ 

［
申
請
書
等
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
］⇨

［
税
務
課・収
納
対
策
室
］⇨［
23
～
29
］）か
ら
も
用

紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
窓
口
で
の
申
告

　

令
和
２
年
１
月
６
日
㈪
～
31
日
㈮（
※
土・
日・

祝
日
は
除
く
）の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
の
間
に
、市
役
所
２
階
税
務
課
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。　

・
郵
送
で
の
申
告

　

令
和
２
年
１
月
31
日
㈮【
必
着
】ま
で
に
、市
役

所
税
務
課（
〒
６
３
５・８
５
１
１　
大
中
１
０
０

番
地
１
）へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

・
電
子
申
告

　

地
方
税
電
子
申
告
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ
ク

ス
）か
ら
も
申
告
が
で
き
ま
す
。詳
し
く
は
、エ

ル
タ
ッ
ク
ス
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.
eltax.jp/

）を
見
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、令
和
元
年
度
以
前
分
に
つ
い
て
、ま
だ
申

告
書
を
提
出
さ
れ
て
い
な
い
個
人
ま
た
は
法
人
の

人
は
、至
急
申
告
を
お
願
い
し
ま
す（
法
定
申
告
期

限
は
毎
年
１
月
31
日
で
す
が
、申
告
は
随
時
受
付

し
て
い
ま
す
）。

　
国
の
指
導
に
基
づ
き
、公
平・公
正
な
課
税
の
た

め
本
市
で
は
、申
告
内
容
の
適
正
な
把
握
、お
よ
び

未
申
告
の
解
消
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。申
告
書

の
提
出
の
依
頼
や
、地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
い

て
、調
査
を
実
施
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て
、不
明
な
点
な
ど

が
あ
れ
ば
左
記
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

〔
税
務
課　

固
定
資
産
税
係　

内
線
２
６
８
〕

令
和
２
年
度
償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
申
請
受
付

を
12
月
ま
で
延
長
し
ま
す
。

▽
販
売
期
間　
令
和
２
年
２
月
28
日
ま

で
▽
利
用
可
能
期
間　
令
和
２
年
２
月
29

日
ま
で

※ 

利
用
可
能
期
間
を
過
ぎ
た
商
品
券
に

つ
い
て
は
、払
い
戻
し
な
ど
で
き
ま

せ
ん
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
産
業
振
興
課　

商
品
券
事
業
係

　

内
線
２
５
１
〕

～
あ
な
た
の
力
で
農
地
利
用
の
最
適
化

を
～

　

現
在
の
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

農
業
に
関
す
る
知
識
を
持
ち
、農
地
利

用
の
最
適
化
に
熱
意
を
持
っ
て
活
動
で

き
る
人
を
募
集
し
ま
す
。応
募
を
受
け

て
、農
業
委
員
は
市
長
が
議
会
の
同
意

を
得
て
任
命
し
、農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
は
農
業
委
員
会
が
委
嘱
し
て
選

任
し
ま
す
。

▽
募
集
人
数　
農
業
委
員（
定
数
13
名
）、 

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員（
定
数

４
名
）

※ 

推
進
委
員
は
、第
１
地
区（
高
田
北
地

区
）、第
２
地
区（
高
田
南
地
区
）、第

３
地
区（
天
満
地
区
）、第
４
地
区（
陸

西
地
区
）を
単
位
と
し
て
各
地
区
１

名
。

▽
任
期　
令
和
２
年
７
月
20
日
か
ら
３

年
間

▽
応
募
方
法　
募
集
要
項
で
応
募
資
格

な
ど
を
確
認
の
上
、推
薦（
団
体
推
薦

ま
た
は
農
業
者
３
名
以
上
の
連
署
に

よ
る
推
薦
）ま
た
は
自
薦
に
よ
る
申

込
み
と
し
て
所
定
の
用
紙
を
農
業
委

員
会
事
務
局
へ
直
接
提
出
。

※
募
集
要
項
や
所
定
の
用
紙
は
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、

ま
た
は
農
業
委
員
会
事
務
局・
産
業

振
興
課
で
配
布
。

▽
募
集
期
間　
令
和
２
年
１
月
６
日
㈪

～
２
月
３
日
㈪（
受
付
時
間
は
平
日

の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分
）

▽
結
果
公
表　
令
和
２
年
６
月
下
旬
頃

に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表

※ 

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、ま
た

は
左
記
ま
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

〔
農
業
委
員
会
事
務
局　

内
線
３
５
５
〕

大
和
高
田
市
プ
レ
ミ

ア
ム
付
商
品
券
の
申

請
受
付
を
延
長
し
ま

す

農
業
委
員　
農
地
利

用
最
適
化
推
進
委
員

を
募
集
し
ま
す

マイナンバーの記載について
　平成 28 年１月のマイナンバー制度の導入に伴い、償却
資産申告書に、新たにマイナンバーの記載欄が設けられ
ました。個人の場合は 12 桁の個人番号を、法人の場合は
13 桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰で記入してくだ
さい。
　また、個人番号を記載した申告書を提出する場合は、
マイナンバー法に定める本人確認を実施します。
　郵送での申告の場合は、次の資料を添付し、申告書を
提出してください。また、窓口で申告する場合は、窓口
での提示をお願いします。
① 個人番号が確認できる資料（通知カード・個人番号カー

ドの裏面など）の写し
② 本人確認ができる資料（運転免許証・個人番号カード

の表面など）の写し
※ 電子申告による申告や、法人番号を記載した申告書を

提出する場合は、上記資料の添付は不要です。
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市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

▽
受
付
期
間　
令
和
２
年
１
月
10
日
㈮
～
24

日
㈮ 

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

※
最
終
日
は
午
後
４
時
ま
で

▽
募
集
内
容　
令
和
２
年
３
月
入
居
予
定
分

▽
申
込
案
内　
令
和
２
年
１
月
10
日
㈮
か
ら

市
役
所
営
繕
住
宅
課
で
配
布
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　
具
体
的
な
募
集
案
内
は
、
広
報
誌
や
ま
と

た
か
だ
１
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

〔
営
繕
住
宅
課　
内
線
６
６
０
〕

土
庫
市
営
墓
地
　
使
用
者

募
集

土
庫
市
営
墓
地
の
使
用
者
を
、
次
の
要
領

で
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

▽
受
付
期
間
・
時
間　
令
和
２
年
２
月
28
日

㈮
ま
で

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分
（
土
・

日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

▽
募
集
墓
地
名
称
・
場
所　
土
庫
市
営
墓
地

（
土
庫
２
１
９
番
地
他
）

▽
募
集
区
画　
10
区
画
（
随
時
補
充
）

▽
１
区
画
の
大
き
さ　

間
口
1.3
ｍ
×
奥
行

１
・
24
ｍ
（
1.6
㎡
）

▽
価
格　
４
０
０
、０
０
０
円

 

内
訳
：
永
代
使
用
料
３
７
０
、０
０
０
円
、

永
代
管
理
料　
３
０
、０
０
０
円

▽
受
付
場
所　
市
役
所
別
棟
１
階　
環
境
衛

生
課

▽
申
込
資
格　
令
和
元
年
７
月
１
日
時
点
に

お
い
て
本
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
世
帯
主

（
１
世
帯
１
区
画
）

※
す
で
に
市
営
墓
地
の
使
用
許
可
を
受
け
て

い
る
人
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

※
使
用
許
可
後
は
、
承
継
者
（
相
続
人
ま
た

は
そ
の
親
族
）
以
外
は
名
義
変
更
で
き
ま

せ
ん
。

※
他
人
名
義
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
必
要
書
類　
墓
地
使
用
申
込
書
（
市
役
所

環
境
衛
生
課
に
あ
り
ま
す
）、
住
民
票
謄

本（
続
柄・本
籍
地
の
記
載
が
あ
る
も
の
）、

印
鑑
（
認
め
印
可
、
朱
肉
を
用
い
る
物
）

▽
区
画
の
決
定
方
法　
本
市
指
定
の
10
区
画

の
中
か
ら
申
込
時
に
場
所
を
選
択

〔
環
境
衛
生
課　
内
線
２
８
０
〕

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

維
持
管
理

消
防
法
に
よ
り
、
平
成
18
年
か
ら
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
お
よ
び
維
持
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
電
池
の
寿
命
は
多

く
が
10
年
程
度
で
す
。
一
度
、
設
置
し
て
い

る
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
時
期
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。
本
体
や
裏
蓋
の
中
に
あ
る

電
池
の
裏
な
ど
に
記
載
し
て
い
る「
製
造
年
」

を
見
れ
ば
確
認
で
き
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
命
や
財
産
を
守
る

大
切
な
も
の
で
す
。
故
障
や
電
池
切
れ
が
原

因
で
作
動
し
な
け
れ
ば
設
置
し
て
い
る
意
味

が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
や
家
族
の
命
を
守

る
た
め
に
も
、
適
切
な
維
持
管
理
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

〔
高
田
消
防
署　
☎
25
・
０
１
１
９
〕

ワ
ン
ち
ゃ
ん
の
飼
い
方
と

マ
ナ
ー
の
確
認
を

多
く
の
人
が
動
物
に
魅
力
を
感
じ
た
と
し

て
も
、
す
べ
て
の
人
が
、
好
感
を
も
つ
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
る

人
は
、
今
一
度
、
フ
ン
尿
、
鳴
き
声
、
放
し

飼
い
な
ど
、
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
て
い
な
い

か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
犬
の
散
歩
マ
ナ
ー
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
考
え
ま
し
ょ
う
�

◎
フ
ン
は
必
ず
持
っ
て
帰
り
ま
し
ょ
う
！

散
歩
中
、「
後
始
末
が
め
ん
ど
う
だ
か
ら
、

つ
い
つ
い
そ
の
ま
ま
・
・
・
」
と
い
う
人
は

い
ま
せ
ん
か
。フ
ン
を
持
っ
て
帰
る
こ
と
は
、

飼
い
主
と
し
て
の
最
低
限
の
マ
ナ
ー
で
す
。

「
大
和
高
田
市
ポ
イ
捨
て
の
防
止
等
に
関

す
る
条
例
」
で
は
、『
何
人
も
、
自
己
の
所

有
し
、
又
は
管
理
す
る
犬
等
が
公
共
の
場
所

及
び
他
人
の
占
有
す
る
場
所
に
お
い
て
フ
ン

を
排
せ
つ
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
放
置
し
て

は
な
ら
な
い
。』
と
規
定
し
て
い
ま
す
。

散
歩
の
時
は
、
必
ず
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど

を
携
帯
し
ま
し
ょ
う
。

◎
リ
ー
ド
を
つ
け
て
散
歩
し
ま
し
ょ
う
！

人
通
り
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
、
周
り
へ
の

配
慮
と
し
て
リ
ー
ド
を
短
く
持
つ
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

犬
の
放
し
飼
い
、
リ
ー
ド
な
し
の
散
歩
は

「
奈
良
県
動
物
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
第
５
条
」
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

〔
環
境
衛
生
課　
内
線
２
８
０
〕

令
和
元
年
度
年
末
年
始
の

交
通
事
故
防
止
運
動

県
内
の
交
通
事
故
発
生
状
況
は
、
発
生
件

数
、
負
傷
者
数
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、

大
和
高
田
市
内
に
お
い
て
、
先
月
死
亡
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

年
末
年
始
は
、
全
国
的
に
飲
酒
運
転
を
伴

う
悲
惨
な
交
通
事
故
が
多
く
発
生
す
る
時
期

で
す
。一
人
ひ
と
り
が
交
通
事
故
に
対
し
て
、

決
し
て
他
人
事
で
あ
る
と
は
思
わ
ず
、
日
頃

か
ら
交
通
ル
ー
ル
・
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
い
く

こ
と
が
、
悲
惨
な
交
通
事
故
を
減
ら
す
こ
と

に
繋
が
り
ま
す
。
交
通
事
故
の
な
い
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
、
正
し
い
交
通
ル
ー
ル
・

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▽
期
間　
12
月
15
日
㈰
～
令
和
２
年
１
月
５

日
㈰

▽
運
動
重
点

⑴
子
供
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行
の
確
保

と
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

⑵
飲
酒
運
転
の
根
絶

⑶
横
断
歩
行
者
の
保
護
と
正
し
い
横
断

⑷
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

⑸
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
と
自
転
車

乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

〔
生
活
安
全
課　
内
線
３
２
２
〕
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市
の
発
展
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
を
表
彰

選
奨
式

11
月
３
日
文
化
の
日
、「
大
和
高
田
市
選
奨
条
例
」に
基
づ
い
て
、11
名
の
皆
さ
ん
が
表
彰
さ
れ
、功
労
章
を

受
章
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
に
、永
年
に
わ
た
り
活
動
に
尽
力
し
、顕
著
な
功
績
を
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。今
後
、な
お
一
層
の

活
躍
を
祈
念
し
て
、お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

市
選
奨
条
例
に
基
づ
く
受
章
者

多
年
に
わ
た
り
、本
市
町
総

代
と
し
て
地
方
自
治
の
伸
展
に

努
め
ら
れ
、地
域
社
会
の
発
展

に
尽
く
さ
れ
て
い
る
功
績
に
よ

る
表
彰

多
年
に
わ
た
り
、本
市
町
総

代
と
し
て
地
方
自
治
の
伸
展
に

努
め
ら
れ
、地
域
社
会
の
発
展

に
尽
く
さ
れ
て
い
る
功
績
に
よ

る
表
彰

●
地
方
自
治
功
労
者

吉
村　

正
さ
ん

●
地
方
自
治
功
労
者

竹
島　

徹
さ
ん

多
年
に
わ
た
り
、本
市
商
工

業
の
育
成
指
導
に
努
め
ら
れ
、

産
業
と
地
域
経
済
の
伸
展
に
尽

く
さ
れ
て
い
る
功
績
に
よ
る
表

彰
多
年
に
わ
た
り
、本
市
商
工

業
の
育
成
指
導
に
努
め
ら
れ
、

産
業
と
地
域
経
済
の
伸
展
に
尽

く
さ
れ
て
い
る
功
績
に
よ
る
表

彰 ●
商
工
功
労
者

森
川　

治
郎
さ
ん

●
商
工
功
労
者

吉
川　

雅
章
さ
ん

多
年
に
わ
た
り
、本
市
更
生

保
護
女
性
会
役
員
と
し
て
地
域

の
犯
罪
予
防
と
非
行
者
の
更
生

保
護
に
貢
献
さ
れ
る
と
と
も

に
、同
会
長
と
し
て
明
る
い
地

域
社
会
づ
く
り
に
尽
く
さ
れ
た

功
績
に
よ
る
表
彰

多
年
に
わ
た
り
、本
市
民
生

児
童
委
員
と
し
て
社
会
福
祉
活

動
に
献
身
さ
れ
る
と
と
も
に
、

同
協
議
会
連
合
会
副
会
長
と
し

て
、民
生
の
安
定
と
市
民
福
祉

の
向
上
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
功

績
に
よ
る
表
彰

●
更
生
援
護
功
労
者

松
本　

佳
子
さ
ん

●
民
生
功
労
者

三
室　

智
惠
子
さ
ん

多
年
に
わ
た
り
、本
市
民
生

児
童
委
員
と
し
て
社
会
福
祉
活

動
に
献
身
さ
れ
る
と
と
も
に
、

同
協
議
会
連
合
会
副
会
長
と
し

て
、民
生
の
安
定
と
市
民
福
祉

の
向
上
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
功

績
に
よ
る
表
彰

多
年
に
わ
た
り
、地
域
医
療

の
発
展
に
努
め
ら
れ
、公
衆
衛

生
の
向
上
や
保
健・
介
護
と
の

連
携
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
功
績

に
よ
る
表
彰

●
民
生
功
労
者

石
田　

博
章
さ
ん

●
保
健
衛
生
功
労
者

長
澤　

貴
志
さ
ん

多
年
に
わ
た
り
、本
市
女
性
消
防
団
分

団
長
と
し
て
、市
民
生
活
の
安
全
と
災
害

の
予
防
に
献
身
さ
れ
る
と
と
も
に
、後
進

の
指
導
育
成
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
功
績
に

よ
る
表
彰

多
年
に
わ
た
り
、本
市
消
防
団
分
団
長

と
し
て
、市
民
生
活
の
安
全
と
災
害
の
予

防
に
献
身
さ
れ
る
と
と
も
に
、後
進
の
指

導
育
成
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
功
績
に
よ
る

表
彰多

年
に
わ
た
り
、統
計
調
査
員
と
し
て

多
様
な
分
野
で
の
調
査
活
動
に
尽
力
さ
れ

る
と
と
も
に
、本
市
統
計
協
会
会
長
と
し

て
統
計
の
普
及
充
実
に
寄
与
さ
れ
て
い
る

功
績
に
よ
る
表
彰

●
消
防
功
労
者

鶴
田　

伸
依
さ
ん

●
消
防
功
労
者

松
本　

登
志
美
さ
ん

●
統
計
功
労
者

増
井　

慶
司
さ
ん
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教
育
委
員
会
表
彰

多
年
に
わ
た
り
、高
田
美
術
協

会
会
員
と
し
て
活
躍
、特
に
彫
塑

部
の
理
事
と
し
て
、そ
の
創
作
活

動
と
後
進
の
指
導
に
尽
力
さ
れ
、

本
市
の
芸
術
文
化
の
振
興
に
貢

献
さ
れ
た
功
績

多
年
に
わ
た
り
、校
区
婦
人
会

並
び
に
大
和
高
田
市
地
域
婦
人

会
連
絡
協
議
会
の
役
員
と
し
て

積
極
的
に
婦
人
会
活
動
の
発
展

に
寄
与
さ
れ
、婦
人
の
地
域
向
上

に
貢
献
さ
れ
た
功
績

多
年
に
わ
た
り
、大
和
高
田
市

体
育
協
会
理
事
お
よ
び
ゲ
ー
ト

ボ
ー
ル
部
長
と
し
て
市
行
事
に

積
極
的
に
取
り
組
み
、本
市
の
生

涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
お
よ
び
振
興

に
貢
献
さ
れ
た
功
績

多
年
に
わ
た
り
、大
和
高
田
市

文
化
協
会
常
任
理
事
と
し
て
活

躍
、文
化
協
会
の
発
展
に
尽
力
さ

れ
る
と
と
も
に
、本
市
の
文
化
の

振
興
に
貢
献
さ
れ
た
功
績

多
年
に
わ
た
り
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
学
校
施
設
の
整
備
に

尽
力
さ
れ
、快
適
な
教
育
環
境
の

充
実
に
貢
献
さ
れ
た
功
績

多
年
に
わ
た
り
、大
和
高
田
市

Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会
の
会
長
お
よ
び

顧
問
と
し
て
活
躍
、Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

お
よ
び
学
校
教
育
、社
会
教
育
の

発
展
に
貢
献
さ
れ
た
功
績

多
年
に
わ
た
り
、菅
原
高
齢
者

学
級
に
参
加
、学
級
運
営
活
動
に

尽
力
し
、地
域
に
根
ざ
し
た
高
齢

者
学
級
活
動
に
貢
献
さ
れ
た
功

績

多
年
に
わ
た
り
、大
和
高
田
市

の
ス
カ
ウ
ト
活
動
に
指
導
者
と
し

て
携
わ
り
、青
少
年
活
動
の
活
性

化
お
よ
び
指
導
者
育
成
に
努
め

ら
れ
、本
市
の
青
少
年
健
全
育
成

に
貢
献
さ
れ
た
功
績

令
和
元
年
度
第
74
回
国
民
体
育

大
会
に
お
い
て
、３
年
連
続
15
回
目

の
全
国
優
勝
を
果
た
す
な
ど
数
々
の

大
会
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
を
収
め

ら
れ
た
功
績

井上 佳也さん

幸山 二三子さん

岸田 宗二さん 梶田 富美子さん

東 利作さん

大和高田市立高田商業高等学校
男子ソフトテニス部

中島 潤さん

松本 佳子さん

濱口 和美さん

令
和
元
年
11
月
８
日
、教
育
の
分
野
で
顕
著
な
功
績
を
あ
げ
ら
れ
た
８
名
と

１
団
体
が
、表
彰
さ
れ
ま
し
た
。皆
さ
ん
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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危
険
業
務
従
事
者

　
　
　
　
　
　
叙
勲

第
33
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
に
お
い

て
、
永
年
に
わ
た
り
尽
力
さ
れ
た
功
労
に
よ

り
、
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

お
祝
い
を
申
し
上
げ
、
今
後
ま
す
ま
す

の
活
躍
を
祈
念
し
ま
す
。

瑞
宝
双
光
章
（
警
察
功
労
）

瑞
宝
双
光
章
（
消
防
功
労
）

下
村　

優
さ
ん

津
本　

雄
二
さ
ん

令
和
２
年
度
の
建
設
工
事
、測
量・

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
入
札
参
加

資
格
申
請
は
、市
内
業
者
の
定
期
受

付
お
よ
び
市
外
業
者
の
追
加
受
付
と

な
り
ま
す
。

な
お
、市
役
所
へ
の
参
加
申
請
書

を
提
出
し
た
場
合
、上
下
水
道
部（
水

道
部
門
）へ
の
提
出
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

※
平
成
31
年
に
申
請
さ
れ
た
市
外
業

者
は
、今
回
、申
請
は
不
要
で
す
。

▽
受
付
期
間

　
令
和
２
年
２
月
３
日
㈪
～
28
日
㈮

　
（
土・日・祝
日
を
除
く
）

　

午
前
９
時
～
正
午
、午
後
１
時
～

４
時

▽
提
出
方
法

　
市
役
所
契
約
監
理
室
へ
持
参

※
郵
送
に
よ
る
受
付
は
、認
め
ま
せ
ん
。

▽
登
録
有
効
年
度

◦
市
内
業
者　
令
和
２・３
年
度

◦
市
外
業
者　
令
和
２
年
度（
追
加

受
付
）

▽
提
出
書
類

　
詳
し
く
は
、12
月
下
旬
に
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

〔
契
約
監
理
室　

内
線
６
２
７
〕

令
和
２
年
度
の
物
品
購
入
等
業
務

お
よ
び
建
物
管
理
等
業
務（
清
掃・警

備・建
物
管
理
）の
入
札
参
加
資
格
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
今
回
は
定
期
受
付
で
す
。前
回
登

録
を
申
請
し
た
業
者
も
、申
請
が

必
要
で
す
。

※
建
物
管
理
等
業
務
は
、法
人
の
み

の
受
付
で
す
。

※
水
道
関
連
の
物
品
の
参
加
申
請
は
、

上
下
水
道
部（
水
道
部
門
）で
受
け

付
け
ま
す
。

▽
受
付
期
間

・
市
内
業
者　
令
和
２
年
１
月
10
日

㈮
～
31
日
㈮

・
市
外
業
者　
令
和
２
年
２
月
３
日

㈪
～
28
日
㈮

※
い
ず
れ
も
土・日・祝
日
を
除
く

　

午
前
９
時
～
正
午
、午
後
１
時
～

４
時

▽
提
出
方
法

　
市
役
所
契
約
監
理
室
へ
持
参

※
郵
送
に
よ
る
受
付
は
、不
可
。

▽
登
録
有
効
年
度

　
令
和
２・３・４
年
度

▽
提
出
書
類

　
詳
し
く
は
、12
月
下
旬
に
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

〔
契
約
監
理
室　

内
線
６
５
２
〕

建
設
工
事
、

測
量・建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

【
市
内
定
期・市
外
追
加
受
付
】

物
品
購
入
等・

建
物
管
理
等
業
務

市
内・市
外
業
者【
定
期
受
付
】

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付

▽
会
員
数　
19
人

▽�

活
動
概
要　

年
に
１
度
の
単
独
演
奏
会「
し

お
か
ぜ
コ
ン
サ
ー
ト
」の
他
、片
塩
中
学
校
吹

奏
楽
部
の
演
奏
会
で
の
賛
助
出
演
、大
和
高

田
市
内
で
の
依
頼
演
奏
な
ど
幅
広
く
活
動
し

て
い
ま
す
。

▽�

団
体
理
念　

し
お
か
ぜ
ウ
ィ
ン
ズ
は
、片
塩

中
学
校
吹
奏
楽
部
の
Ｏ
Ｂ
Ｇ
で
結
成
さ
れ

た
吹
奏
楽
団
で
す
。「
片
塩
の
風
を
も
う
一

度
！
」と
い
う
思
い
か
ら
設
立
さ
れ
、た
く
さ

ん
の
人
が
楽
し
め
る
音
楽
を
め
ざ
し
て
い
ま

す
。

▽
連
絡
先　
村
田　
花
菜
子

　
☎
０
９
０・７
７
６
４・
８
７
１
０

　

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
（
コ
ス
モ
ス
プ
ラ
ザ
）

に
登
録
し
て
い
る
活
動
団
体
を
、順
次
紹
介
し

ま
す（
順
不
同
）。

　

一
緒
に
活
動
し
た
い
と
思
う
人
、ま
た
は
興

味
の
あ
る
人
は
、連
絡
先
ま
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

〔
市
民
協
働
推
進
課　
☎
44・
３
２
１
０
〕

し
お
か
ぜ
ウ
ィ
ン
ズ
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令
和
２
年
度
の
物
品
購
入
等
業
務

お
よ
び
建
物
管
理
等
業
務（
清
掃・警

備・建
物
管
理
）の
入
札
参
加
資
格
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
今
回
は
定
期
受
付
で
す
。前
回
登

録
を
申
請
し
た
業
者
も
、申
請
が

必
要
で
す
。

※
建
物
管
理
等
業
務
は
、法
人
の
み

の
受
付
で
す
。

※
水
道
関
連
の
物
品
の
参
加
申
請
は
、

上
下
水
道
部（
水
道
部
門
）で
受
け

付
け
ま
す
。

▽
受
付
期
間

・
市
内
業
者　
令
和
２
年
１
月
10
日

㈮
～
31
日
㈮

・
市
外
業
者　
令
和
２
年
２
月
３
日

㈪
～
28
日
㈮

※
い
ず
れ
も
土・日・祝
日
を
除
く

　

午
前
９
時
～
正
午
、午
後
１
時
～

４
時

▽
提
出
方
法

　
市
役
所
契
約
監
理
室
へ
持
参

※
郵
送
に
よ
る
受
付
は
、不
可
。

▽
登
録
有
効
年
度

　
令
和
２・３・４
年
度

▽
提
出
書
類

　
詳
し
く
は
、12
月
下
旬
に
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

〔
契
約
監
理
室　

内
線
６
５
２
〕

10
月
10
日
㈭
、
東
京

都
で
11
月
3
日
㈰
に
開

か
れ
る
「
第
72
回
全
日

本
小
学
校
合
唱
コ
ン

ク
ー
ル
全
国
大
会
」
に

出
場
す
る
、
高
田
小
学

校
合
唱
ク
ラ
ブ
の
皆
さ

ん
が
、
堀
内
市
長
と
梶

木
教
育
長
を
表
敬
訪
問

し
、
合
唱
を
披
露
し
ま

し
た
。

そ
の
美
し
い
一
体
感

の
あ
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
に

堀
内
市
長
は
「
そ
の
歌

声
を
全
国
に
も
届
け
て

頑
張
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
」
と
激
励
さ
れ

10
月
30
日
㈬
、
奈
良
文
化
高
等
学
校
で
２
年
生
を

対
象
に
未
来
の
有
権
者
へ
の
啓
発
お
よ
び
選
挙
体
験

支
援
を
目
的
と
し
て
、
選
挙
出
前
授
業
が
あ
り
ま
し

た
。「政

治
と
選
挙
」
に
つ
い
て
選
挙
制
度
や
投
票
方

法
な
ど
を
幅
広
く
学
習
し
、
さ
ら
に
知
識
を
深
め
る

た
め
、
投
票
用
紙
を
直
接

触
っ
て
、
特
殊
な
材
質
で

で
き
て
い
る
こ
と
を
体
感

し
ま
し
た
。
ま
た
、
選
挙

ク
イ
ズ
で
は
選
挙
の
際
に

気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
を

中
心
に
考
え
る
機
会
も
あ

り
ま
し
た
。

〔
選
挙
管
理
委
員
会�

 

事
務
局　
内
線
３
５
３
〕

10
月
25
日
㈮
、
高
田
商
業
高
等
学
校
の
ソ

フ
ト
テ
ニ
ス
部
が
堀
内
市
長
を
表
敬
し
ま
し

た
。同

部
は
、
９
月
27
日
か
ら
10
月
２
日
の
期

間
に
開
催
さ
れ
た
、
第
74
回
国
民
体
育
大
会

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
競
技
に
お
い
て
３
年
連
続
15

回
目
の
優
勝
を
果
た
し
ま
し
た
。

堀
内
市
長
は
「
３
年
連
続
の
優
勝
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
優
勝
し
た
経
験
、

ま
た
そ
れ
ま
で
の
厳
し
い
練
習
を
糧
に
こ
れ

か
ら
も
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
激
励
し
ま

し
た
。

10
月
11
日
㈮
、
高
田
消
防
署
で
「
消

防
協
力
者
感
謝
状
贈
呈
式
」
が
行
わ
れ

ま
し
た
。表
彰
さ
れ
た
谷
直
人
さ
ん
は
、

市
内
テ
ニ
ス
ス
ク
ー
ル
の
コ
ー
チ
で
、

レ
ッ
ス
ン
の
休
憩
中
に
卒
倒
し
て
心
肺

停
止
状
態
に
な
っ
た
人
を
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

使
用
・
胸
骨
圧
迫
を
行
い
、
会
話
可
能

な
状
態
ま
で
回
復
さ
せ
、
救
急
隊
に
引

き
継
ぎ
ま
し
た
。

感
謝
状
を
贈
呈
し
た
表
貴
司
高
田
消

防
署
長
は
、「
迅
速
か
つ
的
確
な
応
急

処
置
に
よ
り
、
傷
病
者
を
社
会
復
帰
に

高
田
小
学
校
合
唱
ク
ラ
ブ
市
長
表
敬
訪
問

選
挙
出
前
授
業
の
実
施

国
民
体
育
大
会
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

競
技
優
勝

命
を
救
っ
た
応
急
処
置

高田小学校合唱クラブの皆さん

選挙クイズの様子 
大和高田市立高田商業高等学校

男子ソフトテニス部

 表署長（左）と谷さん（右）

10
月
10
日
㈭
、
本
市

と
奈
良
県
広
告
美
術
塗

装
業
協
同
組
合
は
、「
災

害
時
に
お
け
る
看
板
等

の
工
作
物
の
除
去
に
関

す
る
協
定
」
を
締
結
し

ま
し
た
。
本
協
定
は
、

災
害
時
に
市
が
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
被

害
を
受
け
た
看
板
な
ど

の
工
作
物
の
除
去
に
つ

い
て
、
奈
良
県
広
告
美

術
塗
装
業
協
同
組
合
に

協
力
し
て
い
た
だ
く
内

容
お
よ
び
手
順
な
ど
を

災
害
応
援
協
定
締
結

堀内市長と奈良県広告美術塗装業協同組合
理事長の松本さん

事
前
に
取
り
決
め
を
行
っ
て
お

く
こ
と
に
よ
り
、
円
滑
な
協
力

を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

〔
危
機
管
理
課　
内
線
２
４
０
〕

導
い
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
し
ま

す
」
と
、
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
ま
し
た
。

〔
危
機
管
理
課　
内
線
２
４
０
〕

〔
高
田
商
業
高
等
学
校　☎

22
・
２
２
５
１
〕

ま
し
た
。

��〔
学
校
教
育
課

　
内
線
１
４
０
〕
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令 和 元 年 ９ 月

定 例 市 議 会
大和高田市議会は、ホームページで議会情報を発信しています。議会ホームページへの接続方法は、以下のとおりです。
 ● 大和高田市ホームページ→左サイドメニュー「大和高田市議会」　　   ● 検索サイトなどで、「大和高田市議会」と入力して検索

平
成
30
年
度

大
和
高
田
市
一
般
会
計
決
算
を
認
定

　

令
和
元
年
９
月
定
例
市
議
会
は
、
９
月
６
日
か
ら
20
日
ま
で
の
15
日
間
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
人
事
案
件
５
件
、
決
算
の
認
定
10
件
、
企
業
会
計
決
算
に
伴
う

剰
余
金
処
分
に
関
す
る
案
件
２
件
、
補
正
予
算
案
６
件
、
条
例
案
件
６
件
、
契
約
案

件
１
件
、
意
見
書
１
件
の
計
31
議
案
が
提
出
さ
れ
、
議
第
47
号
、
令
和
元
年
度
大
和

高
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
及
び
、
議
第
59
号
、
契
約
の
変
更
に
つ
い

て
は
否
決
、
そ
の
他
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
意
・
認
定
・
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

な
お
、
９
月
定
例
会
に
お
い
て
否
決
さ
れ
た
、
議
第
47
号
、
令
和
元
年
度
大
和
高

田
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
の
一
部
を
除
く
予
算
に
つ
い
て
は
、
10
月
15

日
に
開
催
さ
れ
た
臨
時
会
に
お
い
て
、
議
第
60
号
、
令
和
元
年
度
大
和
高
田
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
と
し
て
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
号
で
は
、
９
月
19
日
・
20
日
に
行
わ
れ
た
一
般
質
問
の
一
部
等
に
つ
い
て
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
人
事
案
件
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
教
育
長
と
し
て
梶
木
義
敏
氏
の
任

命
に
、
公
平
委
員
と
し
て
萩
田
克
宣
氏
の
選
任
に
、
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
高
橋
衣

代
氏
、
米
田
稔
氏
お
よ
び
窪
田
耕
治
氏
の
推
薦
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

病
院
行
政
に
つ
い
て
徹
底

的
に
問
う

・�

建
替
え
の
議
論
を
進
め
る
に
あ

た
り
重
要
な
検
討
項
目
で
あ
る

病
床
数
及
び
、
１
床
あ
た
り
の

建
設
費
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程

度
を
見
込
ん
で
い
る
の
か
。
ま

た
、
看
護
学
校
に
つ
い
て
は
、

高
田
東
高
校
跡
地
へ
移
転
し
、

海
外
か
ら
の
留
学
生
の
受
け
入

れ
も
含
め
た
、
福
祉
医
療
に
関

す
る
専
門
大
学
を
設
立
す
る
考

え
は
な
い
の
か

創
生
高
田　

南
議
員

病
院
の
建
替
え
を
検
証
す

る
う
え
で
参
考
と
な
る
、

人
口
問
題
研
究
所
が
発
表
し
た
本

市
の
人
口
予
想
は
、
２
０
３
５
年

が
４
６
、３
６
７
人
、
２
０
４
５

年
が
３
７
、１
３
１
人
と
な
っ
て

お
り
、
併
せ
て
中
和
医
療
圏
に
お

け
る
人
口
動
態
や
、
少
子
高
齢
化

に
よ
る
将
来
の
医
療
需
要
と
病
床

必
要
量
の
推
計
、
将
来
の
需
給
バ

ラ
ン
ス
を
考
え
、
現
在
の
病
床
数

が
必
要
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

１
床
あ
た
り
の
建
設
費
に
つ
い
て

は
、
施
設
整
備
の
場
所
、
手
法
、

工
期
、
概
算
費
用
な
ど
を
検
証
す

る
こ
と
か
ら
、
病
院
機
能
等
に
よ

り
１
床
あ
た
り
の
面
積
や
建
設
費

は
大
き
く
変
動
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。
ま
た
、
病
床
数
を
減
ら

し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
施
設
整

備
に
要
し
た
費
用
の
返
済
も
併
せ

て
長
期
財
務
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

　

ま
た
、
看
護
学
校
を
移
転
し
て

建
替
え
る
場
合
に
お
い
て
、
高
田

東
高
校
跡
地
に
つ
い
て
は
、防
災
・

道
路
イ
ン
フ
ラ
等
の
立
地
条
件
か

ら
考
え
る
と
、
コ
ス
ト
面
で
の
大

き
な
負
担
が
予
想
さ
れ
る
。
今
後

は
、「
将
来
の
あ
り
方
検
討
業
務
」

に
お
い
て
、
市
立
病
院
の
将
来
像

を
踏
ま
え
、
ど
こ
が
ふ
さ
わ
し
い

の
か
検
証
し
て
い
き
た
い
。

 

教
育
現
場
の
課
題
と
今
後

の
取
り
組
み
に
つ
い
て

・�

少
子
高
齢
化
に
伴
う
小
中
学
校

の
編
成
に
つ
い
て

・�

中
学
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
の
現
状

と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て

創
生
高
田　

植
田
議
員

本
市
の
小
中
学
校
の
編
成

に
つ
い
て
は
、
少
子
化
が

進
行
す
る
中
、
適
正
な
規
模
や
配

置
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
新
た

な
校
区
割
に
着
目
し
て
お
り
、
地

域
や
住
民
、
保
護
者
の
理
解
な
ど

の
課
題
を
踏
ま
え
、
乳
幼
児
・
園

児
・
児
童
生
徒
数
の
推
移
を
も
と

に
、
本
市
と
し
て
の
適
正
な
学
校

数
や
そ
の
位
置
に
つ
い
て
の
研

究
・
検
討
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

中
学
校
の
ク
ラ
ブ
活
動
に
つ
い

て
は
、
生
徒
数
及
び
教
職
員
数
の

減
少
に
伴
い
、
ク
ラ
ブ
の
数
も

年
々
減
少
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

の
中
、
生
徒
の
頑
張
り
や
教
職
員

の
指
導
努
力
に
よ
り
、
全
国
大
会

に
出
場
す
る
選
手
を
輩
出
す
る
な

ど
、
学
校
生
活
に
豊
か
さ
を
も
た

ら
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
心
身

の
成
長
に
大
き
な
成
果
を
上
げ
て

い
る
と
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

活
動
は
、
生
徒
や
保
護
者
の
学
校

へ
の
信
頼
を
高
め
る
こ
と
及
び
、

特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
に
繋
が
る

問

問

答

答
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も
の
で
あ
り
、
今
後
も
教
育
委
員

会
と
し
て
積
極
的
に
支
援
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

 
定
住
促
進
に
つ
い
て

・�

本
市
の
人
口
減
少
の
原
因
に
つ

い
て

・�

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

絆　

仲
本
議
員

昨
年
10
月
１
日
現
在
の
本

市
の
推
計
人
口
は
、
ピ
ー

ク
時
の
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口

と
比
較
し
、
お
よ
そ
１
１
、０
０ 

０
人
少
な
い
、
６
２
、４
８
９
人

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
本
市
の
中
心
部
で
の
人

口
減
少
が
進
み
、
活
気
や
賑
わ
い

が
薄
れ
始
め
て
い
る
こ
と
や
、
よ

り
充
実
し
た
住
環
境
が
整
え
ら
れ

た
街
へ
の
転
出
が
生
じ
て
い
る
こ

と
が
要
因
で
は
な
い
か
と
考
え
て

お
り
、
本
市
の
存
続
に
関
わ
る
重

要
な
問
題
で
あ
り
、
強
い
危
機
感

を
持
っ
て
い
る
。

　

定
住
促
進
策
に
つ
い
て
は
、
今

年
度
か
ら
東
京
圏
か
ら
の
就
労
促

進
と
起
業
支
援
を
狙
っ
た
支
援
事

業
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
。ま
た
、

他
の
自
治
体
に
よ
る
先
行
事
例
の

研
究
に
加
え
、
本
市
が
抱
え
る
産

業
面
や
住
環
境
、
イ
ン
フ
ラ
等
の

課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
本
市

の
魅
力
を
高
め
な
が
ら
人
口
減
少

対
策
に
努
め
て
い
き
た
い
。

 

防
災
教
育
の
必
要
性
に
つ

い
て

・�

市
内
で
は
ど
の
よ
う
な
防
災
教

育
が
行
わ
れ
て
い
る
か

絆　

戸
谷
議
員

防
災
教
育
は
、
災
害
時
に

状
況
を
的
確
に
判
断
し
、

冷
静
に
行
動
で
き
る
力
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も

た
ち
の
生
命
を
尊
重
す
る
心
を
育

む
大
切
な
教
育
で
あ
る
と
理
解
し

て
い
る
。
地
震
の
発
生
時
刻
や
火

災
の
発
生
場
所
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
状
況
を
想
定
し
た
実
践
的
な
防

災
訓
練
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

自
然
災
害
へ
の
科
学
的
理
解
を

深
め
、
人
を
思
い
や
る
態
度
を
育

み
、
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
学
習

な
ど
に
よ
る
防
災
教
育
を
行
っ
て

い
る
。

　

防
災
訓
練
に
つ
い
て
は
、
休
憩

時
に
予
告
な
し
で
行
い
、
自
分
で

判
断
し
、
自
分
の
命
を
守
る
こ
と

の
必
要
性
に
気
づ
か
せ
る
訓
練

や
、
災
害
時
に
子
ど
も
た
ち
を
安

全
に
避
難
さ
せ
、
ス
ム
ー
ズ
に
保

護
者
に
引
き
渡
せ
る
か
と
い
う
児

童
引
き
渡
し
訓
練
を
保
護
者
と
と

も
に
実
施
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

今
後
も
教
職
員
の
危
機
意
識
の
高

揚
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
が

災
害
か
ら
自
ら
の
命
を
守
る
意
識

と
行
動
力
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
、

実
践
的
な
防
災
教
育
の
取
り
組
み

を
計
画
し
て
い
き
た
い
。

 

健
康
増
進
法
に
つ
い
て

・�

庁
舎
内
に
煙
草
の
吸
い
殻
が
見

受
け
ら
れ
る
が
、
喫
煙
ス
ペ
ー

ス
を
整
備
す
る
考
え
は
な
い
の

か

絆　

森
本
議
員

 

７
月
１
日
か
ら
実
施
し
て

い
る
、
庁
舎
敷
地
内
の
全

面
禁
煙
に
伴
い
、
た
ば
こ
の
ポ
イ

捨
て
防
止
対
策
と
し
て
、
現
在
、

庁
舎
内
４
箇
所
に
、
通
路
や
駐
車

場
等
で
の
喫
煙
を
控
え
て
も
ら
う

旨
の
貼
り
紙
に
よ
っ
て
啓
発
し
て

い
る
。
清
掃
に
つ
い
て
は
、
週
一

回
か
ら
二
回
程
度
、
委
託
業
者
に

よ
る
巡
回
外
部
清
掃
を
行
っ
て
い

る
が
、
庁
舎
東
側
駐
車
場
等
に
お

い
て
、
た
ば
こ
の
吸
い
殻
が
見
受

け
ら
れ
る
現
状
で
あ
る
。

　

今
後
に
つ
い
て
は
、
広
報
誌
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、
市
民

や
市
庁
舎
を
利
用
す
る
人
に
向
け

て
敷
地
内
禁
煙
に
つ
い
て
の
啓
発

活
動
に
努
め
て
い
く
。
ま
た
、
本

市
と
同
様
に
公
共
施
設
の
敷
地
内

禁
煙
を
実
施
し
て
い
る
他
団
体
の

事
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
た
ば

こ
の
ポ
イ
捨
て
防
止
対
策
を
早
急

に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
職
員
の

喫
煙
マ
ナ
ー
向
上
に
つ
い
て
も
徹

底
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

 

高
齢
者
対
策
に
つ
い
て

・�

認
知
症
対
策
に
つ
い
て

公
明
党　

横
田
議
員

認
知
症
に
関
す
る
相
談
に

つ
い
て
は
、
地
域
包
括
支

援
課
等
の
窓
口
な
ど
で
受
け
て
お

り
、
本
人
や
家
族
か
ら
相
談
が

あ
っ
た
場
合
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
を
活
用
し
、
認
知
機
能
の
低

下
が
な
い
か
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し

て
い
る
。
平
成
26
年
度
よ
り
、「
認

知
症
簡
易
チ
ェ
ッ
ク
サ
イ
ト
」
を

ウ
ェ
ブ
上
に
開
放
し
、
パ
ソ
コ
ン

や
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
通
し
て
、
自
身
や
身
近
な
人
の

状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
、
認
知
症

が
疑
わ
れ
る
人
に
つ
い
て
は
相
談

先
や
制
度
の
リ
ス
ト
等
が
表
示
さ

れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
30
年
度
に
は
、「
認
知
症

ケ
ア
パ
ス
」
を
作
成
し
、
医
療
機

関
や
介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の

情
報
提
供
を
行
い
、
認
知
症
の
診

断
を
受
け
た
後
に
、
そ
の
人
の
状

態
に
合
わ
せ
て
受
け
ら
れ
る
支
援

や
サ
ー
ビ
ス
を
掲
載
し
、
活
用
し

て
も
ら
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域

で
認
知
症
に
対
す
る
正
し
い
理
解

が
で
き
、
早
期
発
見
・
早
期
対
応

や
地
域
で
の
見
守
り
が
で
き
る
よ

う
に
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
」
や
「
認
知
症
講
演
会
」
を

毎
年
実
施
し
て
い
る
。
今
後
も
認

知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
住
み

慣
れ
た
地
域
で
生
活
し
続
け
れ
る

体
制
づ
く
り
を
充
実
さ
せ
て
い
き

た
い
。

 

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
運
営

に
つ
い
て

・�

広
域
化
に
よ
る
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
運
営
に
つ
い
て

・�

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
ゴ
ミ
の
家
庭

回
収
に
つ
い
て

公
明
党　

砂
原
議
員

令
和
６
年
２
月
頃
の
開
始

を
予
定
し
て
い
る
ご
み
処

理
の
広
域
化
に
伴
い
、
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
で
は
、
新
ご
み
処
理
施

設
へ
効
率
的
に
運
搬
す
る
た
め
の

ご
み
中
継
施
設
の
整
備
、
老
朽
化

し
た
設
備
の
更
新
及
び
資
源
化
の

拡
大
に
対
応
す
る
た
め
の
「
リ
サ

イ
ク
ル
施
設
」
の
整
備
を
進
め
て

い
る
。
粗
大
ご
み
や
資
源
物
に
つ

い
て
は
、
処
理
後
に
可
燃
物
残
渣

が
発
生
し
、
ご
み
中
継
施
設
へ
運

搬
す
る
必
要
が
生
じ
る
た
め
、
ご

み
中
継
施
設
と
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン

タ
ー
を
同
じ
敷
地
内
に
設
置
す
る

こ
と
で
、
ご
み
処
理
の
効
率
化
が

図
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器

包
装
に
つ
い
て
は
、
再
資
源
化
を

目
的
に
、
９
箇
所
の
公
共
施
設
で

拠
点
回
収
を
行
っ
て
お
り
、
汚
れ

の
取
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
再

資
源
化
が
困
難
な
た
め
、
燃
え
る

ゴ
ミ
と
し
て
出
し
て
も
ら
っ
て
い

る
。
各
戸
収
集
の
実
施
に
は
、
収

集
体
制
の
見
直
し
や
ス
ト
ッ
ク

ヤ
ー
ド
の
確
保
等
多
く
の
課
題
が

あ
り
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
施

設
整
備
に
お
い
て
、
リ
サ
イ
ク
ル

問

問

問

問

問答

答

答

答

答
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令 和 元 年 ９ 月

定 例 市 議 会
施
設
が
完
成
し
た
後
、
各
戸
収
集

に
向
け
進
め
て
い
き
た
い
。

投
票
率
の
向
上
及
び
投
票

環
境
の
改
善
に
つ
い
て

・�

市
庁
舎
以
外
へ
の
期
日
前
投
票

所
の
設
置
に
つ
い
て

・�

商
業
施
設
等
で
の
Ｐ
Ｒ
活
動
に

つ
い
て

日
本
共
産
党　

所
議
員

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、

主
権
者
教
育
の
一
環
と
し

て
実
施
し
て
い
る
高
等
学
校
で

の
選
挙
出
前
授
業
の
さ
ら
な
る

充
実
を
図
る
こ
と
や
、
18
歳
の
誕

生
月
に
投
票
参
加
を
呼
び
か
け
る

選
挙
啓
発
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
送
付

等
を
検
討
し
て
い
る
。
期
日
前
投

票
所
の
増
設
に
つ
い
て
は
、
二
重

投
票
を
防
止
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
、
投
票
所
ス
ペ
ー

ス
の
安
定
的
な
確
保
、
投
票
箱
・

投
票
用
紙
の
保
管
場
所
の
確
保
、

増
設
に
係
る
多
額
の
経
費
な
ど
多

く
の
課
題
が
あ
り
、
慎
重
に
検
討

す
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

　

現
在
、
選
挙
時
の
啓
発
活
動
と

し
て
、
国
政
選
挙
等
の
統
一
街
頭

啓
発
日
に
、
市
役
所
庁
舎
玄
関
前

に
お
い
て
、
選
挙
管
理
委
員
会
委

員
及
び
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会

役
員
に
よ
り
啓
発
物
品
を
配
布

し
、
投
票
参
加
を
呼
び
か
け
て
い

る
。
今
後
は
、
商
業
施
設
や
市
民

の
多
数
集
ま
る
場
所
及
び
複
数
箇

所
で
の
啓
発
に
つ
い
て
も
協
議
し

て
い
き
た
い
。

 

聴
覚
障
が
い
者
支
援
に
つ

い
て

・�

幼
児
の
聴
覚
検
査
実
施
状
況
に

つ
い
て日

本
共
産
党　

沢
田
議
員

本
市
の
新
生
児
聴
覚
検
査

受
診
率
は
、
平
成
30
年
度

97
・
３
％
と
ほ
と
ん
ど
の
新
生
児

が
受
診
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、

生
後
２
か
月
の
予
防
接
種
交
付
会

の
時
点
で
、
新
生
児
聴
覚
検
査
の

受
診
状
況
と
結
果
を
把
握
し
て
い

る
。
そ
の
後
の
聴
覚
検
査
の
実
施

状
況
に
つ
い
て
は
、
４
か
月
、
10

か
月
、
１
歳
６
か
月
、
３
歳
６
か

月
健
診
に
お
い
て
、
発
達
に
応
じ

た
聞
こ
え
に
関
す
る
質
問
を
通
し

て
家
庭
で
の
様
子
を
把
握
す
る
と

と
も
に
、
保
健
師
に
よ
る
問
診
や

医
師
の
診
察
を
行
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
詳
し
い
検
査
が
必
要
な
場

合
は
、
耳
鼻
科
の
医
療
機
関
へ
紹

介
状
を
作
成
し
、
早
期
の
受
診
を

勧
奨
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
公
立
の
幼
稚
園
、
保
育

所
、
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
小

学
校
に
設
置
し
て
い
る
オ
ー
ジ
オ

メ
ー
タ
ー
を
使
用
し
て
聴
覚
検
査

を
実
施
し
て
お
り
、
幼
稚
園
に
お

い
て
は
、
耳
鼻
科
医
師
の
検
診
を

年
一
回
実
施
し
て
い
る
。
軽
度
聴

覚
障
が
い
の
早
期
発
見
の
観
点
か

ら
、
出
生
時
に
検
査
を
受
け
る
必

要
性
を
妊
娠
中
か
ら
理
解
し
て
も

ら
え
る
よ
う
、
母
子
手
帳
交
付
時

な
ど
に
周
知
し
て
い
る
が
、
今
後

も
よ
り
多
く
受
診
し
て
も
ら
え
る

よ
う
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。

 

中
央
公
民
館
に
つ
い
て

・�

時
代
に
あ
っ
た
新
し
い
社
会
教

育
の
企
画
に
つ
い
て

・�

学
校
及
び
他
の
社
会
教
育
施
策

と
の
連
携
に
つ
い
て

　

日
本
共
産
党　

向
川
議
員

従
来
か
ら
の
定
期
講
座
に

加
え
て
、
平
成
30
年
度
か

ら
新
た
に
「
薬
膳
料
理
教
室
」
を

開
講
す
る
と
と
も
に
、
今
年
度
か

ら
臨
時
講
座
と
し
て
「
心
も
輝
く

眉
メ
イ
ク
教
室
」
を
開
講
す
る
な

ど
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た

新
し
い
分
野
の
講
座
を
企
画
し
て

い
る
。
ま
た
、高
齢
者
学
級
で
は
、

警
察
署
や
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か

ら
講
師
を
招
き
、
消
費
生
活
に
関

す
る
最
新
事
例
に
つ
い
て
学
ん
で

も
ら
う
講
座
を
定
期
的
に
開
講

し
、
視
聴
覚
講
座
や
中
央
女
性
学

級
で
は
、
染
め
物
や
機
織
り
な
ど

の
体
験
を
行
う
参
加
型
の
学
習
に

取
り
組
ん
で
い
る
、

　

学
校
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、

中
央
公
民
館
活
動
学
習
成
果
発
表

会
の
案
内
を
小
学
校
で
配
布
し
、

直
に
作
品
に
触
れ
て
も
ら
う
機
会

を
設
け
る
な
ど
、
公
民
館
活
動
に

関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
努

め
て
お
り
、
今
後
は
中
学
校
・
高

校
に
お
い
て
も
配
布
す
る
予
定
で

あ
る
。
ま
た
、
他
の
社
会
教
育
施

策
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
定
期

講
座
を
企
画
す
る
際
に
葛
城
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
調
整
を

図
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
徴
あ
る
定

期
講
座
を
開
講
す
る
こ
と
で
双
方

の
多
種
多
様
な
講
座
の
中
か
ら
、

選
択
し
て
も
ら
え
る
よ
う
検
討
し

て
い
き
た
い
。

● 

関
係
省
庁
等
へ
提
出
し
た
意
見
書 

●

・�

高
齢
者
の
安
全
運
転
支
援
と
移

動
手
段
の
確
保
を
求
め
る
意
見

書

委 員 会
審査結果

総
務
財
政
委
員
会

　

令
和
元
年
度
大
和
高
田
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

全
会
一
致
で
否
決

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制

限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て
ほ
か
、
１
議
案　

　

全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決

民
生
文
教
委
員
会

　

令
和
元
年
度
大
和
高
田
市
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）、
７
議
案

　

全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決

　

契
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

全
会
一
致
で
否
決

環
境
建
設
委
員
会

　

大
和
高
田
市
水
道
事
業
給
水
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り
可
決

　
決
算
特
別
委
員
会

　

平
成
30
年
度
大
和
高
田
市
一
般

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
ほ

か
、
11
議
案

　

賛
成
多
数
で
原
案
ど
お
り
認
定

及
び
可
決

次
の
定
例
会
は
、
12
月
６
日
に
開

会
の
予
定
で
す
。

問

問

問

答

答

答

15広報誌　　　　　　　2019年12月号



一般書

電子図書館 新着コンテンツ

新着図書のご案内

12 月のおはなし会 催しのご案内
◎おはなし会

（担当：たかだおはなしろうそくの会）
▷と　き　 12月14日㈯ 

ごぜん11じから
▷ところ　 としょかん2かい　 

プレイルーム
▷たいしょう　4さいいじょう
●おはなし「たん生日のふしぎな手紙」
●えほん　「 三枚のおふだ」

◎えほんとわらべうたの時間≪きらら≫
（担当：たかだおはなしろうそくの会）
▷と　き　 12月28日㈯ 

ごぜん11じから
▷ところ　 としょかん2かい　 

プレイルーム
▷たいしょう　3さいいか
●おはなし「小人のくつやさん」
●えほん　「ゴリラのおとうちゃん」

◎絵本のよみきかせ
（毎月第1・3土曜日開催）
▷と　き　 ごぜん11じから
▷ところ　 としょかん　えほんコーナー
▷たいしょう　どなたでも
※12月21㈯は、英語のよみきかせです。

お知らせ
　年末年始のため、12月29日㈰から令
和2年1月4日㈯まで休館します。なお12
月15日㈰から12月28日㈯までは、貸出
期間が4週間となります。
　また、システム更新のため、令和2年1月
7日㈫は休館します。

〔市立図書館　☎52-3424〕

■第22回　ビブリオバトル
▷と　き　12月21日㈯　午後3時30分～ 4時30分ごろ
▷ところ　市立図書館　児童コーナー
▷テーマ　 「今年一番心に残った本」　※絵本・ものがたり・知識の本な

ど、どんな本でも可（当日、本を持ってきてください）。
▷定　員　発表者5名、観覧者20名

■ぬいぐるみのおとまり会
参加者に、ぬいぐるみ達のおとまりの様子の写真をプレゼントします。
▷と　き　12月21日㈯～ 22日㈰
▷ところ　市立図書館　児童コーナー
▷ぬいぐるみのおむかえ時間　12月22日㈰　午前11時
※午前11時から、ぬいぐるみと一緒に絵本のよみきかせに参加できます。
▷対　象　ぬいぐるみとこども（0歳～ 15歳）　
▷定　員　10組（市内優先）　
※ ぬいぐるみは、12月20日㈮までに図書館カウンターへ持ってきて

ください。

■図書館教養講座『伝承塾』（全4回）

▷ところ　市立図書館　2階学習室
▷講　師　上島　秀友さん　▷定　員　40名　▷協　力　夢咲塾

上記イベントの申込方法：12月3日㈫から定員に達するまでの期間、図
書館カウンターまたは電話で受付します。

江戸の終活 夏目 琢史／著 光文社

PUBLIC�HACK�� 笹尾 和宏／著 学芸出版社

その道のプロに聞く生きもののワォ！ 松橋 利光／著 大和書房

売り渡される食の安全 山田 正彦／著 KADOKAWA　

ヒマつぶしの作法 東海林 さだお／著 SB クリエイティブ

児童書
鳥のふしぎ 1　くちばし 平野 敏明／監修 理論社

みかん、好き？ 魚住 直子／文 講談社　

オオカミが来た朝�� ジュディス・クラーク／文 福音館書店

チリとチリリあめのひのおはなし�� どい　かや／絵 アリス館　

まめざらちゃん よしむら めぐ／絵 白泉社

得スーパー銭湯＆日帰り温泉 KADOKAWA

部屋をかっこよく片づける本 学研プラス

この冬、いなくなる君へ いぬじゅん／著 ポプラ社

ばけばけ 那須 正幹／著   ポプラ社

未来のお仕事入門 東 園子／まんが 学研プラス

日　時 内　容
12月22日㈰　午後1時30分～ 2時30分ごろ 高田氏はなぜ信長に殺されたのか
令和2年1月26日㈰　
午後1時30分～ 2時30分ごろ

大坂城を作った棟梁の一人？
中井正吉は高田で生まれた

令和2年2月23日㈰　
午後1時30分～ 2時30分ごろ

本能寺の変、家康を助けたのは高田
の吉川氏か

令和2年3月22日㈰　
午後1時30分～ 2時30分ごろ 司馬遼太郎『関ヶ原』誕生秘話
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健
や
か
な
毎
日
を

　

  

お
く
る
た
め
に

天満診療所
医師  梅本典江

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
風
邪
と
違

い
、
突
然
に
38
度
以
上
の
高
熱
を

生
じ
（
38
度
を
超
え
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
）、
悪
寒
な
ど
が
最
初

の
症
状
と
し
て
現
れ
ま
す
。
他
に

は
咳
、
鼻
水
、
全
身
倦
怠
感
、
筋

肉
痛
、
関
節
痛
、
嘔
吐
、
下
痢
、

腹
痛
な
ど
も
見
ら
れ
る
感
染
症
で

す
。
原
因
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ

イ
ル
ス
で
、
感
染
力
が
非
常
に
強

い
こ
と
も
特
徴
で
す
。
１
人
が
感

染
す
る
と
周
り
３
人
に
感
染
さ
せ

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
は

つ
ば
や
痰
に
よ
っ
て
感
染
す
る
飛

沫
感
染
、
ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し
た

も
の
に
触
っ
て
、
口
や
鼻
を
触
る

こ
と
で
感
染
す
る
接
触
感
染
で
感

染
し
ま
す
。
感
染
対
策
に
は
手
洗

い
が
と
て
も
大
切
で
す
。
さ
っ
と

水
で
流
し
て
洗
う
の
で
は
な
く
、

石
鹸
を
使
っ
て
15
秒
～
30
秒
か
け

て
指
と
指
の
間
も
し
っ
か
り
と
洗

い
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
は
ア
ル
コ
ー
ル

に
弱
い
た
め
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

な
ど
に
売
っ
て
い
る
「
ア
ル
コ
ー

ル
手
指
消
毒
剤
」
も
有
効
で
す
。

マ
ス
ク
は
口
と
鼻
を
し
っ
か
り
覆

う
こ
と
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ

ル
ス
の
侵
入
を
防
い
で
く
れ
ま

す
。
さ
ら
に
急
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
に
か
か
っ
て
も
マ
ス
ク
を
装
着

し
て
い
れ
ば
、
周
り
の
人
に
う
つ

す
リ
ス
ク
も
減
り
ま
す
。そ
し
て
、

規
則
正
し
い
生
活
、
バ
ラ
ン
ス
の

良
い
食
事
、
し
っ
か
り
と
し
た
睡

眠
で
体
調
を
管
理
す
る
（
免
疫
力

を
高
め
る
）
こ
と
も
重
要
で
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
毎
年
12
月

中
旬
頃
よ
り
流
行
り
始
め
、
１
月

か
ら
２
月
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま

す
。
今
年
は
例
年
と
異
な
り
９
月

中
旬
よ
り
流
行
期
に
入
っ
て
い
る

地
域
も
あ
り
ま
す
が
、
ピ
ー
ク
は

例
年
通
り
の
見
込
み
で
す
。
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
に
は
ワ
ク
チ

ン
も
有
効
で
す
。
し
か
し
、
ワ
ク

チ
ン
は
効
果
が
出
て
く
る
ま
で
接

種
後
２
～
４
週
間
か
か
り
ま
す
。

流
行
っ
て
か
ら
ワ
ク
チ
ン
を
接
種

す
る
の
で
は
な
く
、
流
行
る
前

（
12
月
中
旬
ま
で
）
に
接
種
し
ま

し
ょ
う
。
接
種
後
は
４
～
５
か
月

に
渡
り
効
果
が
持
続
し
ま
す
。
逆

に
言
え
ば
４
～
５
か
月
し
か
持
続

し
ま
せ
ん
の
で
、
毎
年
接
種
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
に
は
発
症
の
予
防

だ
け
で
な
く
、
合
併
症
・
重
症
化

予
防
に
も
な
り
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
た
の
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
に
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
単
純

に
「
無
駄
だ
っ
た
」
と
は
言
い
切

れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
流
行
の
ピ
ー
ク
に
向
け
、

ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
、
体
調
を
整

え
、
手
洗
い
な
ど
の
感
染
対
策
を

行
っ
て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
シ
ー

ズ
ン
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

大
和
高
田
市
立
病
院

　
感
染
管
理
認
定
看
護
師

里
内　
正
樹

〔
市
立
病
院　
☎
53
・
２
９
０
１
〕

「
〆
の
ラ
ー
メ
ン
」

　

12
月
に
な
り
、忘
年
会
な
ど
で

お
酒
を
飲
む
機
会
が
多
く
な
る

季
節
で
す
。お
酒
を
飲
ん
だ
あ
と

食
べ
た
く
な
る
の
が「
〆
の
ラ
ー

メ
ン
」。で
は
な
ぜ
お
酒
の
あ
と
に

ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
た
く
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　

体
の
中
に
入
っ
た
お
酒（
ア
ル

コ
ー
ル
）は
肝
臓
で
分
解
さ
れ
ま

す
が
、そ
の
際
に
糖
分
を
必
要
と

し
ま
す
。ア
ル
コ
ー
ル
分
解
の
た

め
に
血
液
中
の
糖
分
が
消
費
さ
れ

る
の
で
、血
糖
値
が
下
が
り
空
腹

を
感
じ
や
す
く
な
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

ラ
ー
メ
ン
の
麺
は
小
麦
粉（
炭

水
化
物
）で
で
き
て
い
て
、炭
水

化
物
に
含
ま
れ
る
糖
分
が
ア
ル

コ
ー
ル
を
分
解
す
る
た
め
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
と
な
る
の
で
す
。ま
た
、

ラ
ー
メ
ン
の
ス
ー
プ
に
使
わ
れ
る

煮
干
し
や
豚
肉
に
含
ま
れ
る
旨
み

成
分
の「
イ
ノ
シ
ン
酸
」は
、体
内

で
分
泌
さ
れ
る
ア
ル
コ
ー
ル
分
解

酵
素
の
働
き
を
活
発
に
し
て
、ア

ル
コ
ー
ル
代
謝
を
助
け
ま
す
。そ

の
た
め
自
然
と
体
が
ラ
ー
メ
ン
を

欲
す
る
の
で
し
ょ
う
。

　

お
酒
に
は
利
尿
作
用
が
あ
り
、

水
分
と
塩
分
が
体
か
ら
過
剰
に
排

出
さ
れ
て
体
が
脱
水
気
味
に
な
る

こ
と
も
、ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
た
く

な
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

と
は
い
え
ラ
ー
メ
ン
の
カ
ロ

リ
ー
は
高
く
、寝
る
前
に
摂
取
し

た
過
剰
な
栄
養
は
消
費
さ
れ
な
い

ま
ま
脂
肪
と
し
て
体
内
に
蓄
積
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。塩
分
や
脂
質

も
多
い
の
で
、健
康
の
た
め
に
は

「
〆
の
ラ
ー
メ
ン
」は
お
す
す
め
で

き
ま
せ
ん
。

　

健
康
的
に
飲
む
た
め
に
は
、ア

ル
コ
ー
ル
濃
度
が
高
く
な
り
す
ぎ

な
い
よ
う
水
分
を
十
分
に
と
り
な

が
ら
飲
む
こ
と
。お
つ
ま
み
は
鰹

節
を
か
け
た
冷
奴
、枝
豆
、あ
さ
り

の
酒
蒸
し
、し
じ
み
汁
、豚
肉
料
理

な
ど
、ア
ル
コ
ー
ル
分
解
を
助
け

て
く
れ
る
イ
ノ
シ
ン
酸
や
ビ
タ
ミ

ン
Ｂ
群
の
多
い
食
材
を
選
び
ま

し
ょ
う
。も
ち
ろ
ん
、深
酒
を
し
な

い
よ
う
気
を
つ
け
る
こ
と
が
一
番

大
事
で
す
。

天
満
診
療
所
健
康
教
室

▽
と
き　
12
月
12
日
㈭　

　
午
後
１
時
～
２
時

▽
と
こ
ろ　
天
満
診
療
所

▽
テ
ー
マ

　
「
冬
に
気
を
つ
け
た
い
病
気
」

▽
講
師　
梅
本 

典
江

　
　
　
　
（
天
満
診
療
所
医
師
）

〔
天
満
診
療
所��

☎
52・５
３
５
７
〕
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こ
ん
な
問
い
に
す
ぐ
答
え
ら
れ
る

人
が
た
く
さ
ん
い
る
地
域
、
市
町

村
っ
て
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
の
で

し
ょ
う
。
12
月
10
日
は
「
世
界
人
権

デ
ー
」
な
の
で
す
。
第
二
次
世
界
大

戦
で
起
こ
っ
た
悲
劇
を
二
度
と
繰
り

返
さ
な
い
と
い
う
反
省
と
、
戦
後
の

様
々
な
人
権
侵
害
の
状
況
か
ら
、
国

連
で
１
９
４
８
年
12
月
10
日
採
択
さ

れ
た
の
が
世
界
人
権
宣
言
で
す
。

　

谷
川
俊
太
郎
さ
ん
の
絵
本
か
ら
、

そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

第 

１
条　
み
ん
な
仲
間
だ（
自
由
で
、

か
け
が
い
の
な
い
人
間
で
あ
り
、

そ
の
値
打
ち
は
同
じ
）

第 

２
条　
差
別
は
い
や
だ（
生
ま
れ
、

男
女
、
人
種
・
・
に
違
い
に
よ
っ

て
差
別
さ
れ
な
い
）

第
４
条　
奴
隷
は
い
や
だ

第 

10
条　
裁
判
は
公
正
に
（
大
勢
の

ま
え
で
、
う
そ
の
な
い
裁
判
を
受

け
ら
れ
る
）

第 

14
条　
逃
げ
る
の
も
権
利
（
ひ
ど

い
目
に
あ
っ
た
ら
、
よ
そ
の
国
に

救
い
を
も
と
い
め
逃
げ
ら
れ
る
）

第 

19
条　

言
い
た
い
、
知
り
た
い
、

伝
え
た
い

第 
24
条　
勉
強
し
た
い
（
世
界
中
の

人
と
平
和
に
生
き
る
こ
と
も
学
べ

る
）

第
29
条　
権
利
と
身
勝
手
は
ち
が
う

第 

30
条　
権
利
を
奪
う
「
権
利
」
は

な
い

　

す
べ
て
の
条
項
を
紹
介
で
き
ま
せ

ん
が
、
い
ず
れ
も
重
要
で
す
の
で
、

興
味
を
持
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

　
さ
て
、
我
が
国
で
は
、
12
月
４
日

～
10
日
を
人
権
週
間
と
定
め
、
さ
ま

例
年
通
り
の
見
込
み
で
す
。
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
に
は
ワ
ク
チ

ン
も
有
効
で
す
。
し
か
し
、
ワ
ク

チ
ン
は
効
果
が
出
て
く
る
ま
で
接

種
後
２
～
４
週
間
か
か
り
ま
す
。

流
行
っ
て
か
ら
ワ
ク
チ
ン
を
接
種

す
る
の
で
は
な
く
、
流
行
る
前

（
12
月
中
旬
ま
で
）
に
接
種
し
ま

し
ょ
う
。
接
種
後
は
４
～
５
か
月

に
渡
り
効
果
が
持
続
し
ま
す
。
逆

に
言
え
ば
４
～
５
か
月
し
か
持
続

し
ま
せ
ん
の
で
、
毎
年
接
種
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
に
は
発
症
の
予
防

だ
け
で
な
く
、
合
併
症
・
重
症
化

予
防
に
も
な
り
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
た
の
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
に
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
単
純

に
「
無
駄
だ
っ
た
」
と
は
言
い
切

れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
流
行
の
ピ
ー
ク
に
向
け
、

ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
、
体
調
を
整

え
、
手
洗
い
な
ど
の
感
染
対
策
を

行
っ
て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
シ
ー

ズ
ン
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

大
和
高
田
市
立
病
院

　
感
染
管
理
認
定
看
護
師

里
内　
正
樹

〔
市
立
病
院　
☎
53
・
２
９
０
１
〕

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
あ
り
ま
す
。
本

県
本
市
で
も
、
以
下
の
よ
う
な
学
び

の
場
が
あ
り
ま
す
。

12 

月
10
日
㈫　
人
権
問
題
講
演
会　

午
後
１
時
30
分
か
ら　
新
庄
文
化

会
館
（
奈
人
推
協
主
催
）

12 

月
12
日
㈭　
人
権
教
育
研
修
会　

午
後
1
時
30
分
か
ら　
ゆ
う
ゆ
う

セ
ン
タ
ー

　

 

部
落
差
別
解
消
推
進
法
に
学
ぶ　

　
関
西
大
学
名
誉
教
授

　
　
石
元　
清
英
さ
ん

　
（
市
啓
発
推
進
本
部
、
市
教
育
委

　

 

員
会
、
市
人
推
協
共
催
）

12 

月
14
日
㈯　
識
字
学
級
交
流
学
習

会　
午
後
１
時
30
分
か
ら　
川
西

文
化
会
館（
県
教
育
委
員
会
主
催
）

　
学
ぶ
こ
と
は
権
利
で
あ
り
、
希
望

で
す
。
ふ
る
っ
て
参
加
し
て
、
人
権

宣
言
の
趣
旨
を
大
い
に
話
題
に
し
て

ほ
し
い
で
す
。
今
回
お
知
ら
せ
し
た

研
修
会
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
は
、
左

記
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

〔
人
権
施
策
課　
内
線
２
７
６
〕

こ
と
も
、ラ
ー
メ
ン
を
食
べ
た
く

な
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

と
は
い
え
ラ
ー
メ
ン
の
カ
ロ

リ
ー
は
高
く
、寝
る
前
に
摂
取
し

た
過
剰
な
栄
養
は
消
費
さ
れ
な
い

ま
ま
脂
肪
と
し
て
体
内
に
蓄
積
さ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。塩
分
や
脂
質

も
多
い
の
で
、健
康
の
た
め
に
は

「
〆
の
ラ
ー
メ
ン
」は
お
す
す
め
で

き
ま
せ
ん
。

　

健
康
的
に
飲
む
た
め
に
は
、ア

ル
コ
ー
ル
濃
度
が
高
く
な
り
す
ぎ

な
い
よ
う
水
分
を
十
分
に
と
り
な

が
ら
飲
む
こ
と
。お
つ
ま
み
は
鰹

節
を
か
け
た
冷
奴
、枝
豆
、あ
さ
り

の
酒
蒸
し
、し
じ
み
汁
、豚
肉
料
理

な
ど
、ア
ル
コ
ー
ル
分
解
を
助
け

て
く
れ
る
イ
ノ
シ
ン
酸
や
ビ
タ
ミ

ン
Ｂ
群
の
多
い
食
材
を
選
び
ま

し
ょ
う
。も
ち
ろ
ん
、深
酒
を
し
な

い
よ
う
気
を
つ
け
る
こ
と
が
一
番

大
事
で
す
。

天
満
診
療
所
健
康
教
室

▽
と
き　
12
月
12
日
㈭　

　
午
後
１
時
～
２
時

▽
と
こ
ろ　
天
満
診
療
所

▽
テ
ー
マ

　
「
冬
に
気
を
つ
け
た
い
病
気
」

▽
講
師　
梅
本 

典
江

　
　
　
　
（
天
満
診
療
所
医
師
）

〔
天
満
診
療
所��

☎
52・５
３
５
７
〕

こ
こ
か
ら
始は
じ
ま
る
。
　

〔
く
ら
し・せ
い
か
つ
支し
え
ん
が
か
り

援
係　
☎
44
・
３
１
１
１（
直ち
ょ
く
つ
う通）〕

20１

12
月
10
日
っ
て
何
の
日
？

　
今こ
ん
か
い回

は
、
10
年ね

ん
ま
え前

を
最さ

い
ご後

に

退た
い
し
ょ
く

職
し
、
働は

た
らく

こ
と
に
不ふ

あ
ん安

を

感か
ん

じ
て
い
る
40
代だ

い
の
Ｔ
さ
ん
の

お
話は

な
し

で
す
。
Ｔ
さ
ん
は
大だ

い
が
く学

卒そ
つ
ぎ
ょ
う
ご

業
後
に
技ぎ
じ
ゅ
つ術
職し
ょ
くと
し
て
就
し
ゅ
う
し
ょ
く職

し
て
、
自じ

ぶ
ん分
の
成せ
い
ち
ょ
う長の
た
め
に

興き
ょ
う
み味
が
あ
っ
た
職し
ょ
く
し
ゅ種へ
と
転
て
ん
し
ょ
く職

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
職し

ょ
く
ば場
で

の
人に

ん
げ
ん間
関か
ん
け
い係
に
悩な
や

み
始は
じ

め
て
、

う
つ
病び

ょ
うと
診し
ん
だ
ん断
さ
れ
て
働は
た
らけ
な

く
な
り
ま
し
た
。
生せ

い
か
つ活
も
両
り
ょ
う
し
ん親

の
年ね

ん
き
ん金
に
頼た
よ
っ
て
い
て
、
税ぜ
い
き
ん金

の
滞た

い
の
う納
も
重か
さ
な
っ
て
き
て
い
た

よ
う
で
、
税ぜ

い
き
ん金
を
支し
は
ら払
っ
て
い

け
る
仕し

ご
と事
を
探さ
が
し
た
い
と
の
こ

と
で
相そ

う
だ
ん談
に
来き

て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　
早さ

っ
そ
く速
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
精せ
い
し
ん神

的て
き
に
苦く
る
し
く
な
ら
な
い
よ
う
な

軽け
い
さ
ぎ
ょ
う

作
業
の
仕し
ご
と事
を
紹
し
ょ
う
介か
い
し
て
も

ら
い
、
ま
ず
は
1
か
月げ

つ
働は
た
らく
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
定て

い
き
て
き

期
的
に

連れ
ん
ら
く絡
を
取と

り
合あ

っ
て
、
働は
た
らく
こ

と
に
対た

い
し
て
の
考か
ん
がえ
方か
た
を
伝つ
た
え

な
が
ら
、
気き

も持
ち
の
変へ
ん
か化
を

確か
く
に
ん認

す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
や

が
て
３
か
月げ

つ

が
経け

い
か過

し
た
頃こ

ろ

に

自じ
り
つ立

し
て
生せ

い
か
つ活

し
て
い
き
た
い
と

思お
も

う
よ
う
に
気き

も持
ち
が
変へ

ん
か化

し
て

き
た
と
Ｔ
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
わ
た
し
た
ち
支し

え
ん
い
ん

援
員
は
、

も
う
正せ

い
し
ゃ
い
ん

社
員
と
し
て
元も
と
の
技ぎ
じ
ゅ
つ術
職し
ょ
く

の
経け
い
け
ん験
を
生い

か
し
て
仕し
ご
と事
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思お

も
い
、
再さ
い
ど度

就し
ゅ
う
し
ょ
く職
活か
つ
ど
う動
の
支し

援え
ん

を
始は
じ

め
ま
し

た
。
す
る
と
、
Ｔ
さ
ん
の
自じ

り
つ立
し

た
い
と
い
う
気き

も持
ち
が
強つ
よ
く
表あ
ら
われ

て
い
た
の
か
、
す
ぐ
に
就

し
ゅ
う
し
ょ
く
さ
き

職
先
を

見み

つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
現げ
ん
ざ
い在
も

元げ
ん
き気
に
働は
た
らい
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

今こ
ん
ご後
も
私わ
た
し
た
ち
は
相そ
う
だ
ん
し
ゃ

談
者
の

生せ
い
か
つ活
が
少す
こ
し
で
も
改か
い
ぜ
ん善
で
き
る
よ

う
に
、
寄よ

り
添そ

っ
て
支し
え
ん援
し
た
い

と
思お

も
っ
て
い
ま
す
。

　

自じ

分ぶ
ん

自じ

身し
ん
、家か

族ぞ
く

の
こ
と
、地ち

域い
き
で
気き

に
な
る
人ひ
と

や
子こ

ど
も
の
こ

と
、ど
ん
な
こ
と
で
も
先ま

ず
は
一い
ち
度ど

お
話は
な
しを
聴き

か
せ
て
く
だ
さ
い
ね
。
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一
、お
た
が
い
に
、人
権
を
尊
重
し
、

　  

働
く
よ
ろ
こ
び
を
も
ち
ま
し
ょ
う
。

一
、ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
み
、

　  

健
康
を
か
ち
と
り
ま
し
ょ
う
。

一
、老
人
に
生
き
が
い
を
、こ
ど
も
に

　  

夢
と
希
望
を
あ
た
え
ま
し
ょ
う
。

一
、教
養
を
ふ
か
め
、

　  

文
化
を
た
か
め
ま
し
ょ
う
。

一
、自
然
を
ま
も
り
、

　  

平
和
な
く
ら
し
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

大和高田市�市民憲章

　　　　　大和高田市役所
TEL.22-1101　FAX.52-2801

困っていることや心配事など、ご相談ください。相談は無料で、秘密は守られます。
※市外局番は、「0745」です。

中央公民館 TEL.22-1315 FAX22-1316

市立土庫公民館 TEL.23-3560

市立菅原公民館 TEL.23-3561

市立陵西公民館 TEL.23-3562

さざんかホール TEL.53-8200 FAX53-8201

図　書　館 TEL.52-3424 FAX52-9415

水道部門 TEL.52-1365 FAX23-3850

総合福祉会館 TEL.23-0789 FAX24-2730

社会福祉協議会 TEL.23-5426 FAX23-2298

保健センター TEL.23-6661 FAX23-6660

市立病院 TEL.53-2901 FAX53-2908

天満診療所 TEL.52-5357  FAX52-5100

青少年課 TEL.23-1322 FAX23-2344

生涯学習課 TEL.53-6264 FAX53-6364

葛城コミュニティセンター TEL.23-8001 FAX23-8001

クリーンセンター
企画整備課 TEL.52-1600 FAX52-1685
美化推進課 TEL.53-5383

総合体育館 TEL.22-8862 FAX22-8863

総合公園 TEL.52-4700 FAX52-4701

さくら荘 TEL.23-4126 FAX23-8535

下水道課 TEL.52-1258 FAX52-1295

高田消防署 TEL.25-0119 FAX22-4565

高田警察署 TEL.22-0110 FAX22-2292

JR 西日本 TEL.0570-00-2486

近鉄大和高田駅 TEL.52-2414

近鉄高田市駅 TEL.53-2531

市民交流センター TEL.44-3210 FAX44-3212

親と子のすこやか広場 TEL.44-3213 FAX44-3214

高齢者いきいき相談室 TEL.44-3215

相談名 曜日 時間 場所 問合せ

消費生活相談（予約優先） 月～金曜日 午前１０時～正午
午後１時～ ４時

大和高田市
消費生活センター 消費生活センター☎２２－１１０１

人権相談 第４火曜日（６、１２月のみ第１火曜日）午後１時～ ４時 総合福祉会館 人権施策課☎２２－１１０１
行政相談 第４火曜日（６、１２月のみ第１火曜日）午後１時～ ４時 総合福祉会館 企画広報課☎２２－１１０１
中小企業金融相談
中小企業経営相談 随時（内容に応じて、産業振興課で相談窓口をご案内します） 産業振興課☎２２－１１０１

母子父子相談 月～金曜日 午前８時３０分～
午後５時１５分 児童福祉課☎２２－１１０１

心配ごと相談 第２･４金曜日 午後１時～ ４時 社会福祉協議会☎２３－５４２６

法律相談（要予約）
第２･３火曜日 午後１時～ ４時 総合福祉会館 社会福祉協議会☎２３－５４２６
第１･３･４･５木曜日
相談日の２週間前から前日までに予約 午後１時～ ４時 総合福祉会館 奈良弁護士会☎０７４２－２２－２０３５

司法書士の法律相談（要予約） 第２･３月曜日 午後１時～ ４時 総合福祉会館 社会福祉協議会☎２３－５４２６

生活相談 第２･３･４･５水曜日
事前に問い合わせてください。午後１時～ ４時 社会福祉協議会☎２３－５４２６

健康相談 ･ 栄養相談（要予約） 毎月１回、所定の日 午前９時～ １０時 保健センター☎２３－６６６１
子育てホットライン
健康ホットライン 月～金曜日 午前９時～正午

午後１時～ ４時３０分 保健センター☎２３－６６６１

教育ガイダンス 月～金曜日 午前１０時～午後５時 青少年センター☎２３－１３２２

家庭児童相談室 月～金曜日 午前８時３０分～
午後５時１５分 家庭児童相談室☎２３－１１９５

女性相談（要予約）
○第１火曜日･
　第３金曜日
○第２土曜日
※祝日等により変更の場合あり

○午前９時１５分～
　午後０時５分
○午後１時～ ３時５０分 人権施策課☎２２－１１０１

住まいづくり相談（要予約）
第４水曜日 午後１時～ ４時１０分

営繕住宅課☎２２－１１０１
平日の午前９時～午後５時の間に予約　定員４名

税理士による税務相談 ２月･３月を除く、第３金曜日 午後１時～ ４時 総合福祉会館 近畿税理士会葛城支部☎２２－５２８８
就業相談 月～土曜日 午前９時～午後５時 県産業会館３Ｆ 高田しごとｉセンター☎２４－２０１０
借金おなやみダイヤル 火･金曜日 午後１時～ ４時 奈良弁護士会☎０７４２－２０－７８３０
相続 ･ 遺言お悩みダイヤル 月～金曜日 午前９時３０分～午後５時 奈良弁護士会☎０７４２－２２－４６１１
ひまわりあんしん
（高齢者 ･障がいのある人のための法律相談）

火･木曜日 午後１時３０分～ ４時
奈良弁護士会☎０１２０－８７４－７３７

電話相談は無料。来所･出張相談は有料
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